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は じ め に 

 

近年，急速に少子高齢化が進む状況の下，核家族化の進

展や共働き世帯の増加，地域のつながりの希薄化などによ

り，子育ての負担や不安，孤立感が高まり，教育・保育サ

ービスや地域における子育て支援などのニーズが多様化

しています。このため国において，平成27年度から子ど

も・子育て支援を総合的に推進する「子ども・子育て支援

制度」がスタートし，令和元年10月から子育てを行う家

庭の経済的負担の軽減を図るため，幼児教育・保育の無償

化が実施されました。 

本町におきましては，平成31年３月に各分野の行政計

画の最上位に位置づけた「第５次利根町総合振興計画」を策定し，その計画に整合さ

せながら令和２年３月に「第２期利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し

ました。この総合戦略は，本町の急激な少子高齢化の進展に的確に対応するとともに，

将来にわたって活力ある地域を維持していくための施策を全庁的に推進して行くも

ので，子育てを応援する施策では，子ども・子育て支援計画とはまた違った視点から

５年後の目標値を定め，事業を推進してまいります。 

「第１期利根町子ども・子育て支援事業計画」では，平成27年度から令和元年度ま

での５年を１期とし事業を推進することで，家庭や地域が共に支えあいながら，子ど

もを健やかに産み育てることのできる環境づくりに努め，心身両面で孤立しがちな子

育て家庭を支援してきました。さらに，令和２年度から令和６年度までを第２期とす

る本計画では，「第５次利根町総合振興計画」に設定されている「安心して子どもを産

み 健やかに子育てできる 環境づくり」を基本方針として掲げ，社会情勢や国の動

向に対応しながら，子育て世帯のニーズ調査結果を取り入れた本計画を策定しました。 

本町で育っていくすべての子どもたちと，その子育て環境を支援していくため，家

庭・地域社会・行政など町民全体の連携で支援体制をつくりあげていきたいと考えて

おりますので，町民の皆様，関係各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後に，本計画の策定にあたり，「利根町子ども・子育て支援事業に関するニーズ

調査」にて貴重なご意見をいただきました町民の皆様をはじめ，利根町子ども・子育

て支援会議委員ならびに関係各位に対しまして，心からお礼を申し上げます。 

 

令和２年３月 

利根町長 佐々木 喜章 
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１．計画策定の背景と趣旨 

わが国の平成 29年の出生数は 94万 6,065人となり，統計を取り始めた明治 32年以

降で過去最低を更新しました。平成 29年の合計特殊出生率は 1.43で，過去最低であっ

た平成 17年の 1.26からは若干回復しているものの，人口を維持するために必要な合計

特殊出生率 2.07を大きく下回っています。 

これまで国においては，平成 15年に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づ

きさまざまな少子化対策の取り組みを進めてきました。しかしながら，核家族化の進展や

地域のつながりの希薄化等，子どもと子育て家庭を取り巻く社会情勢等の変化から，一層

の子育て支援が求められています。 

このため，平成 27年度から，幼児期の学校教育・保育，地域の子ども・子育て支援を

総合的に推進する「子ども・子育て支援制度」が全国において本格的にスタートし，「量」

と「質」の両面から社会全体で子ども・子育てを支えるとともに，平成 26年度までの時

限立法であった「次世代育成支援対策推進法」が令和６年度末まで延長され，次代の社会

を担う子どもが健やかに生まれ育成される社会を形成するためのさまざまな取り組みのさ

らなる推進・強化が図られています。さらに，令和元年成立の「子ども・子育て支援法の

一部を改正する法律」では，子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため，幼児教育・

保育の無償化が実施され，子育てのための施設等利用給付が創設されました。 

このほか，平成 28年の児童福祉法の改正による全ての子どもが権利の主体であること

の明確化，平成 26年にとりまとめられた「子供の貧困対策に関する大綱」が令和元年 11

月に見直され，子どもの貧困対策のさらなる推進など，子どもの最善の利益の実現を目指

し取り組みを進めています。 

本町においては，「利根町子ども・子育て支援事業計画」（平成 27年度～令和元年度）

に基づき，子どもや子育て家庭に対する施策や事業を総合的に推進してきました。同計画

の策定から５年が経過したことから，あらためて町民のニーズを把握し，社会情勢や国の

動向に対応した「第２期利根町子ども・子育て支援事業計画」（令和２年度～令和６年度）

（以下，本計画という）を策定しました。引き続き支援制度の趣旨を踏まえ，これまでの

次世代育成支援対策の取り組みの進捗状況や課題を整理し，「安心して子どもを産み 健や

かに子育てできる 環境づくり」を目指し，施策の推進に努めます。 
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〇子ども・子育て支援法 

〇次世代育成支援対策 

推進法 

〇母子及び父子並びに 

寡婦福祉法 

〇子ども・若者育成支援

推進法 

〇子どもの貧困対策の

推進に関する法律 

〇大好きいばらき次世

代育成プラン 

〇茨城県次世代育成 

支援行動計画 

〇茨城県子ども・子育て

支援事業支援計画 

〇健やか親子21計画 

〇ひとり親家庭等自立

促進計画 

〇保育所における質の

向上のためのアクシ

ョンプログラム 

〇茨城県家庭的養護

推進計画 

〇地域福祉計画 

〇健康づくりとね21 

〇利根町障がい者プラン 

利根町 

２．計画の位置づけ 

本計画は，子ども・子育て支援法第 61条に規定する市町村子ども・子育て支援事業計

画です。策定にあたっては，その基本指針である「教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業

の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に基づき策定します。 

また，本計画の上位計画である，「第５次利根町総合振興計画」やその他の関連する計画

との整合，連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第５次利根町総合振興計画 
「ともに創ろう 

みんなが住みたくなるまち とね」 

国 茨城県 

第２期 利根町 

子ども・子育て支援事業計画 
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３．計画の期間 

本計画の期間は，令和２年度を初年度として，令和６年度までの 5年間とします。 

社会・経済情勢の変化や，本町の子どもと子育て家庭を取り巻く状況やニーズに大きな

変化が生じた場合は，必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

H27 H28 H29 H30 H31  R２ R３ R４ R５ R６ 

    

 

 

    

第１期 
利根町子ども・子育て支援事業計画 

第２期 
利根町子ども・子育て支援事業計画 

第５次利根町総合振興計画（前期６か年） 
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１．人口・世帯 

（１）人口の推移 

本町の総人口はゆるやかな減少傾向が続いており，平成31年４月時点の人口は

16,268人となっています。年少人口比率は年々低下している一方で，高齢者人口比率

は上昇が続いており，少子高齢化が着実に進んでいることが分かります。 

図表１ 人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 各年４月１日現在 

 

（２）年少人口の推移 

年少人口の推移をみると，「０～２歳」，「３～５歳」はいずれも減少が続いており，

年少人口の減少を裏付けています。 

図表２ 年少人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 各年４月１日現在 

  

1,670 1,600 1,542 1,453 1,372 1,333 

9,591 
9,151 8,865 8,538 8,216 8,013 

6,005 6,293 6,487 6,660 6,814 6,922 

17,266 17,044 16,894 16,651 16,402 16,268 

9.7 9.4 9.1 8.7 8.4 8.2 

34.8 
36.9 38.4 40.0 41.5 42.5 

0

20

40

60

80

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人） （％）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 年少人口比率 高齢者人口比率

233 207 185 162 154 142 

326 
286 277 239 229 203 

336 
338 343 

334 293 291 

385 
354 349 

340 343 344 

390 
415 388 

378 
353 353 

1,670 
1,600 1,542 

1,453 
1,372 1,333 

0

500

1,000

1,500

2,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人）

０～２歳 ３～５歳 ６～８歳 ９～11歳 12～14歳



Ⅱ.子育てを取り巻く現状と課題 

 

10 

（３）世帯数の推移 

世帯数はゆるやかな増加傾向にあり，平成28年以降は7,000世帯以上となっていま

す。１世帯当たり人員は世帯数の増加を受け，減少が続いています。 

図表３ 世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 各年４月１日現在 

 

（４）児童のいる世帯の状況 

本町の一般世帯の内訳は「核家族世帯」が68.0％と約７割を占めています。核家族

世帯をみると，「夫婦のみの世帯」が45.6％で，子どもがいる世帯は54.4％となって

おり，国や県と比べると低くなっています。 

図表４ 一般世帯の構成比 

 

 

 

 

 

 

 

図表５ 核家族世帯の構成比 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：平成27年国勢調査  
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（５）人口推計 

本町の人口は，今後減少が続くことが見込まれ，令和６年には約1万５千人になると

推計されています。年少人口比率は低下し続け，令和６年には6.6％になると見込まれ

ています。 

図表６ 人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：コーホート変化率法により算出 

※コーホート変化率法とは，あるコーホート（同時出生集団）の一定期間における人口の変

化率に着目し，その変化率が対象地域の年齢別人口変化の特徴であり，将来にわたって維

持されるものと仮定して，将来人口を算出する方法 
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２．出生・結婚 

（１）未婚率 

本町の平成27年の男性の未婚率は，全年代で国，県を上回っており，女性は25～49

歳で国，県を上回っています。 

図表７ 未婚率：男性（平成27年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表８ 未婚率：女性（平成27年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査(平成27年) 配偶関係不詳を含まず算出 
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（２）婚姻数及び婚姻率の推移 

婚姻件数は，増減を繰り返していますが，ほぼ横ばいとなっており，婚姻率もほぼ横

ばいで推移しています。 

 

図表９ 婚姻件数，婚姻率（千人当たり）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県保健福祉統計年報 

 

 

（３）離婚数及び離婚率の推移 

離婚件数，離婚率ともに平成25年でやや低くなっていますが，平成26年以降は横ば

いで推移しています。 

 

図表10 離婚件数，離婚率（千人当たり）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県保健福祉統計年報 
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（４）出生数及び出生率の推移 

出生数は，ここ数年減少が続いており，平成29年時点で40人台にまで減少し，平成

22年と比べ，半数以下となっています。出生率も同様に平成24年以降低下し続けてい

ます。また，本町の出生率は，国，県を下回っています。 

 

図表11 出生数，出生率（千人当たり）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：茨城県保健福祉統計年報 

 

図表12 出生率（千人当たり）の推移の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国・県/人口動態調査  
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（５）女性の年齢階級別労働力率 

本町の女性の年齢階級別労働力率は，多くの年齢階級で国，県を上回っており，特に

子育て時期である30～49歳でその傾向がみられます。 

図表13 女性の年齢階級別労働力率（平成27年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査(平成27年) 労働力不詳を含まず算出 

 

 

（６）母の年齢階級別出生数の推移 

母の年齢階級別出生数の推移は，多くの年齢階級で減少傾向がみられ，30～34歳と

40歳以上は平成26年から28年で減少が続いており，平成29年では25～29歳で減少

が大きくなっています。 

図表14 母の年齢階級別出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県保健福祉統計年報 
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３．教育・保育の状況 

（１）保育所・認定こども園等の利用者数の推移 

町内には私立の保育所が２園，私立の認定こども園が３園，事業所内保育所が１園，

運営されています。平成31年の時点で利用者は合わせて294人となっています。 

図表15 保育所・認定こども園等の利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保育所，認定こども園，事業所内保育所は各年４月１日現在， 
幼稚園は５月１日現在（管外利用含む） 

資料：子育て支援課 

 

 

（２）保育所利用者数の推移 

私立の保育所の利用者数は，年々減少傾向にあります。平成31年４月１日現在で132

人の利用があり，平成26年と比べ，約70人の減少となっています。 

図表16 年齢別保育所利用者数の推移 
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資料：子育て支援課 
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（３）認定こども園，事業所内保育所の利用者数の推移 
私立の認定こども園の利用者数は，平成30年に増加しましたが，平成31年には減少

しています。平成31年４月１日現在で154人の利用があり，平成26年と比べ，約50

人の減少となっています。 

事業所内保育所の利用者数は，平成28年を除いて10人前後で推移しています。 

図表17 年齢別認定こども園利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年４月１日現在（管外利用含む） 

資料：子育て支援課 

 

図表18 年齢別事業所内保育所利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年４月１日現在（管外利用含む） 

資料：子育て支援課 
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（４）児童・生徒数の推移 

町内には小学校が３校，中学校が１校あり，児童・生徒数は，ともに減少が続いてい

ます。小学校児童数は令和元年５月１日時点で628人で，平成26年と比べ，80人の減

少となっており，中学校生徒数は同318人で，平成26年と比べ，約50人の減少となっ

ています。 

 

図表19 児童・生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年５月１日現在 

資料：学校教育課 

 

 

（５）放課後児童クラブ，放課後子ども教室利用者数の推移 

放課後児童クラブ利用者数は，ここ数年は横ばいとなっています。平成31年４月１

日時点で115人の利用となっており，前年と比べ，１年生の利用が増加しています。 

 

図表20 学年別放課後児童クラブ利用者数の推移 
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放課後子ども教室利用者数は，平成27年以降減少傾向となっています。 

図表21 学年別放課後子ども教室利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年４月１日現在 

資料：生涯学習課 

 

 

（６）障がい児数（18歳未満手帳所持者）の推移 

18歳未満の障がい者手帳所持者数は，平成28年以降，減少傾向にあります。知的障

がい者が多くを占めており，平成31年では前年と比べ，減少しています。 

図表22 障がい児数（18歳未満手帳所持者）の推移 
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４．子育て支援事業の提供体制 

子育て支援事業の提供体制として，施設数，定員数を以下の表にまとめました。 

図表23 子育て支援事業の提供体制 

子育て支援事業 施設の種類 施設数 定員数 

幼児期の教育事業 認定こども園 ３か所 208人 

幼児期の保育事業 認可保育所 ２か所 130人 

事業所内保育所 １か所 12人 

地域の子育て支援事業 地域子育て支援拠点事業 １か所 - 

一時預かり事業（保育所・認定こども園） ６か所 - 

ファミリー・サポート・センター事業 １か所 - 

延長保育事業 ４か所 - 

病児保育事業 １か所 3人 

子育て短期支援事業（ショートステイ） ４か所 - 

放課後児童クラブ ３か所 120人 

令和２年４月１日現在 
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５．ニーズ調査結果 

本町の子どもと家庭の状況を把握するために実施した「利根町子ども・子育て支援に関

するニーズ調査」の結果の概要です。 

 

（１）調査実施の概要 

① 調査の種類 

調査は、就学前児童保護者調査と小学生保護者調査の２種類を実施しました。 

 

調査名 調査対象 調査方法 

就学前児童保護者調査 
町内在住の就学前児童（０～５歳）のいる
保護者320人 

郵送による 

配付・回収 
小学生保護者調査 

町内在住の小学生（１～６年生）のいる 
保護者481人 

※調査対象者は、住民基本台帳登載者の中から抽出 

② 調査期間 

調査期間は、平成30年11月13日～11月30日において実施しました。 

③ 回収結果 

各調査票の回収率は、就学前児童保護者調査が40.6％、小学生保護者調査が36.4％

の結果となりました。 

 

調査名 配付数 有効回収数 有効回収率 

就学前児童保護者調査 320件 130件 40.6％ 

小学生保護者調査 481件 175件 36.4％ 

合計 801件 305件 38.1％ 

 

  



Ⅱ.子育てを取り巻く現状と課題 

 

22 

（２）調査結果 

① 子育てを取り巻く環境 

●日常的に祖父母等に子どもをみてもらえる人は約４割 

●子どもをみてもらえる人がいないという人は１割未満ですが，増加傾向 

主な親族等協力者の状況をみると，就学前児童，小学生ともに「緊急時もしくは用事

の際には祖父母等の親族にみてもらえる」（50.0％，52.6％）が最も高く，次いで「日

常的に祖父母等の親族にみてもらえる」（43.8％，42.9％）の順となっています。 

図表24 子どもをみてもらえる親族・知人の有無（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 子育てに関して気軽に相談できる人の有無 

●子育てで気軽に相談できる人がいる割合は９割以上で増加傾向 

気軽に相談できる人の有無をみると，就学前児童では「いる／ある」が93.8％，

小学生では90.3％とほとんどの方が「いる／ある」と回答しています。 

図表25 子育てに関して気軽に相談できる人の有無  

 

 

 

 

 

 

 

  

43.8 

50.0 

3.1 

11.5 

7.7 

0.8 

41.9

59.2

2.6

12.4

5.6

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日常的に祖父母等の親族にみて

もらえる

緊急時もしくは用事の際には祖

父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子

どもをみてもらえる友人・知人

がいる

いずれもいない

無回答

【就学前児童】

今回調査(n=130)

前回調査(n=267)

42.9 

52.6 

6.3 

20.6 

9.1 

0.6 

41.3

54.3

4.7

18.1

6.2

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

今回調査(n=175)

前回調査(n=276)

92.9

93.8 

1.1

4.6 

6.0

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査(n=267)

今回調査(n=130)

【就学前児童】

87.3

90.3 

5.8

8.6 

6.9

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査(n=276)

今回調査(n=175)

【小学生】

いる／ある いない／ない 無回答
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③ 母親の就労状況 

●小学生保護者の母親のフルタイム就労は３割台，パート・アルバイトは約半数 

●就学前保護者の母親はフルタイムが３割，パート・アルバイトは４割弱 

●就労している母親は増加傾向 

就学前児童では，「パート・アルバイト等で就労，産休・育休・介護休業中ではな

い」が38.5％と最も高く，次いで「フルタイムで就労，産休・育休・介護休業中で

はない」が30.0％となっています。 

小学生では「パート・アルバイト等で就労，産休・育休・介護休業中ではない」

が47.4％，「フルタイムで就労，産休・育休・介護休業中ではない」が36.6％と８

割以上の方が就労しています。 

図表26 母親の就労状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.4

30.0 

6.7

5.4 

30.3

38.5 

2.6

0.0 

37.8

21.5 

2.6

3.8 

1.5

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査(n=267)

今回調査(n=130)

【就学前児童】

26.7

36.6 

1.5

1.1 

48.4

47.4 

0.4

0.6 

14.7

10.3 

6.6

2.9 

1.8

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査(n=273)

今回調査(n=175)

【小学生】

フルタイムで就労,産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労,産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労,産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労,産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが,現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
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62.2

70.8 

36.3

27.7 

1.5

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査(n=267)

今回調査(n=130)

利用している 利用していない 無回答

④ 定期的な教育・保育事業の利用状況 

●定期的な教育・保育事業の利用率は約７割で認定こども園１号認定・幼稚園， 

認可保育所，認定こども園２号・３号認定が同程度の利用率 

●利用希望は認定こども園１号認定・幼稚園が最も高い 

定期的な教育・保育事業の利用状況をみると，「利用している」は70.8％となっ

ています。 

利用中の事業としては，「認定こども園１号認定・幼稚園」が33.7％，「認定こど

も園２号・３号認定」が30.4%，「認可保育所」が29.3％の順となっています。 

一方，今後の利用希望では「認定こども園１号認定・幼稚園」が36.9％，「認可

保育所」が32.3%，「認定こども園２号・３号認定」が30.8％の順となっています。 

図表27 定期的な教育・保育事業の利用状況 

 

 

 

 

 

 

図表28 利用中の定期的な教育・保育事業 図表29 希望する定期的な教育・保育事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.7 

8.7 

29.3 

30.4 

1.1 

0.0 

1.1 

42.8

11.4

53.0

0.6

3.0

0.0

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園１号認定・幼稚園

認定こども園１号認定・幼稚園

の預かり保育

認可保育所

認定こども園２号・３号認定

事業所内保育所

その他

無回答

【利用中】

今回調査(n=92)

前回調査(n=166)

36.9 

17.7 

32.3 

30.8 

5.4 

1.5 

2.3 

0.8 

52.1

20.6

44.6

16.9

5.2

0.7

3.0

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園１号認定・幼稚園

認定こども園１号認定・幼稚園

の預かり保育

認可保育所

認定こども園２号・３号認定

事業所内保育所

その他

希望はない

無回答

【利用希望】

今回調査(n=130)

前回調査(n=267)
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54.3

56.9 

22.8

30.0 

18.0

10.8 

4.9

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査

n=267)

今回調査

(n=130)

【就学前児童】

働いていなかった 取得した（取得中である）

取得していない 無回答

65.6

61.1 

16.7

22.9 

15.9

14.9 

1.8

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査

(n=276)

今回調査

(n=175)

【小学生】

働いていなかった 取得した

取得していない 無回答

3.8 

3.8 

7.7 

0.0 

0.0 

7.7 

3.8 

0.0 

11.5 

30.8 

23.1 

7.7 

3.8 

0.0 

15.4 

23.1 

6.8

11.4

9.1

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

4.5

31.8

11.4

0.0

0.0

0.0

18.2

20.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】

今回調査(n=26)

前回調査(n=44)

⑤ 母親の育児休業の取得状況 

●母親の育児休業の取得率は就学前児童保護者で３割，小学生保護者で約２割 

●育児休業を利用しない理由は職場に制度がなかった，退職した，が多い 

母親の育児休業制度の利用状況をみると，「取得した（取得中である）」は就学前

児童で30.0％，小学生で22.9％となっています。 

育児休業を利用しない理由は，就学前児童では「職場に育児休業の制度がなかっ

た」が28.6％と最も高く，小学生では「子育てや家事に専念するため退職した」が

30.8％と最も高くなっています。 

図表30 育児休業制度の利用状況（母親） 

 

 

 

 

 

 

 

図表31 育児休業を利用しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.3 

14.3 

7.1 

0.0 

0.0 

7.1 

0.0 

0.0 

7.1 

14.3 

28.6 

7.1 

0.0 

0.0 

35.7 

7.1 

6.3

16.7

10.4

10.4

0.0

8.3

6.3

0.0

12.5

20.8

20.8

8.3

2.1

2.1

16.7

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気が

あった

仕事が忙しかった

（産休後に）

仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり,経済的に苦しくなる

認定こども園・保育所等に預けること

ができた

配偶者が育児休業制度を利用した

親族にみてもらえる等,制度を利用する

必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

有期雇用のため育児休業の取得要件を

満たさなかった

育児休業を取得できることを知らな

かった

産前産後の休暇を取得できることを知

らず,退職した

その他

無回答

【就学前児童】

今回調査(n=14)

前回調査(n=48)
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⑥ 地域の子育ての環境や支援への満足度 

●地域の子育ての環境や支援で満足している人は就学前児童保護者で２割台，小学 

生保護者で２割弱 

●満足している割合は増加傾向 

地域の子育ての環境や支援への満足度（１～５まで，数字の大きい方が満足度が

高い）は，就学前児童では「満足度４」，「満足度５」を合わせると25.4％が満足し

ていると回答しています。同様に小学生では「満足度４」，「満足度５」を合わせる

と17.7％が満足していると回答しています。 

図表32 地域の子育ての環境や支援への満足度の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

⑦ 子育て支援への要望 

子育ての環境や支援に関する意見（自由回答形式）では，以下のような意見が寄

せられました。 
 

【就学前児童】 

・制度や環境が整っていて，子育てをするにはとても良い町だと思う。 

・人口が少ない，子どもが増えるような支援があればいい。 

・小児科の病院がほしい。 

・遊具などの整備も含め，子どもがのびのび遊べる公園や施設がほしい。 

・早朝保育や延長保育，一時預かりの定員増などサービスの充実希望。   等 
 

【小学生】 

・教育環境を充実させて，学力を上げてほしい。 

・子どもが少ないので，一人で帰ることが多く，帰り道が心配（街灯が少ない）。 

・通学バスなど交通手段がもっとほしい。 

・学童保育の施設の充実や開級時間を長くしてほしい。 

・遊び場や公園がもっとあるとよい。 

・役場手続きが多い，書類を郵送してほしいなど，改善を望む声。    等  

7.1

9.2 

25.8

20.0 

43.1

42.3 

15.0

19.2 

2.2

6.2 

6.7

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査(n=267)

今回調査(n=130)

【就学前児童】

満足度が高い 満足度が低い 

15.6

10.9 

25.0

23.4 

34.4

45.1 

7.2

16.0 

1.1

1.7 

16.7

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査(n=276)

今回調査(n=175)

【小学生】

満足度１ 満足度２ 満足度３ 満足度４ 満足度５ 無回答
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６．利根町の子育て環境についての課題 

＜ニーズ調査結果からの課題＞ 

平成30年度実施のニーズ調査結果，平成25年度実施の前期調査結果との比較から，

本計画で特に取り組むべき課題を以下のとおりまとめました。 

 

女性の就労に伴う負担は２や５のように増えていますが，子育ての負担としては１や

７のように主に母親の負担が増えている結果となっています。育児休業の取得は上がっ

ていますが，職場復帰の時期の保育施設のニーズもうかがえます。子育て世帯の厳しい

経済状況もうかがえる中，就労と子育てがバランスよく両立できるように，企業との連

携の必要性，教育・保育施設のサービスの向上や相談事業の充実が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．主な保育者が「父母ともに」が減少し，「主に母親」が増加 

 
２．母親の就労が増加 

 
３．現在利用している，又は希望する教育・保育施設の場所は「利根町内」が 

やや減少 

 
４．教育・保育施設未利用者で子どもが１歳になったころに利用したい保護者が

増加 

 
５．土日の教育・保育施設の利用希望は低いが，希望理由は「月に数回仕事が入

るため」が約８割 

 
６．長期休暇中の教育・保育施設の利用希望は約半数で，理由の約半数が「息抜

きのため」 

 
７．子どもがケガや病気をした時の対処法は「母親が休んだ」が増加 

 
８．とね子育て支援センターの利用意向が減少 

 
９．保健福祉センターの情報・相談事業は認知度は約８割ですが，利用意向は

５割弱 

 
10．育児休業から希望より早く職場復帰した人の理由は，「希望する保育所に 

入るため」，「経済的な理由で早く復帰する必要があったため」が増加 
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１．基本方針 

 

 

本町では，急速に少子高齢化が進む状況下，町内の幼稚園が認定こども園に移行するな

ど，教育・保育サービスの提供体制についても，大きな変化がありました。また，家庭や

地域がともに支えあいながら，地域全体で子どもを健やかに産み育てることのできる環境

づくりに努め，心身両面で孤立しがちな子育て家庭全体を支援してきました。 

子どもは「未来の夢」，「次代の希望」であり，次代を担う子どもを育むことは，家庭と

地域社会が存続するための基礎的条件であるとともに，地域社会に明るい未来をつくり出

すものです。 

本計画においても，従来のビジョンを継承し，基本方針を「安心して子どもを産み健や

かに子育てできる環境づくり」と定め，子どもが人間として大切にされ，健やかに成長す

る環境を家庭・地域社会・事業主・行政など社会全体の連帯でつくり上げていきます。 

  

安心して子どもを産み 
健やかに子育てできる環境づくり 
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２．基本的な視点 

基本方針を実現するため，町は次の８項目を基本的な視点として施策に取り組みます。 

 

視点1 子どもの幸せを第一に考える視点 

次代の社会を担う子どもたちの幸せを第一に考え，子どもの利益が最大限に尊重さ

れるように配慮する必要があります。また，「児童の権利に関する条約（子どもの権

利条約）」に示されているように，子どもに関わるさまざまな権利を擁護します。 

 

視点2 すべての子育て家庭を支援する視点 

核家族化の進行や地域における人間関係の希薄化，価値観の多様化などにより，子

育て家庭の生活実態や子育て支援に関するニーズも多様になっています。利用者のニ

ーズに対応した，柔軟で総合的な取り組みにより，すべての子育て家庭を支援します。 

 

視点3 仕事と生活の調和の実現を促す視点 

子育てと仕事，仕事と家庭生活や地域活動の両立は依然として困難な状況があり，

それが少子化の１つの要因にもなっています。仕事と生活の両立が円滑に実現できる

よう，職場における子育てへの配慮を促していきます。 

 

視点4 地域社会全体で子育てを支える視点 

子育ての第一義的な責任は保護者にありますが，一方で「子どもは社会の宝」であ

り，広く社会全体で支えていくことが必要です。地域社会，事業主，行政など社会を

構成するそれぞれが協力して，次代を担う子どもたちが健やかに育つ環境を整えてい

きます。 

 

視点5 地域の社会資源を活用する視点 

町には公民館，学校などの公共施設や子育てサークルを始めとする地域の活動団

体，また，豊かな自然環境などがあります。こうした地域の社会資源を十分に活用す

ることによって，個性豊かな子どもを育てていきます。 
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視点６ サービスの量と質を確保する視点 

サービスの対象が幼児・児童である教育・保育サービスに関しては，量を確保する

とともにサービスの質を高めていくことも大切です。誰もが使いやすく満足のいくサ

ービスとなるよう，量の確保だけでなく質の向上にも取り組みます。 

 

視点７ 地域の実情に応じた取り組みの視点 

地理的な状況，人口・産業構造，社会的資源の状況等は，制約として働くこともあ

れば，活用すべき資源とみることもできます。子ども・子育て支援の充実を図る際に

も地域の状況に応じた取り組みとして推進していきます。 

 

視点８ 次代の担い手づくりという視点 

次世代育成支援は，次世代の親となる子どもが，豊かな人間性を形成し，自立して

家庭を持つことができるよう，長期的な視野に立った子どもの健全育成のための取り

組みとして進めていきます。 
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３．基本目標 

前述の基本方針と基本的な視点に立って，次の６つの基本目標を設定し，施策を展開し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子どもたちが，さまざまな学習の機会や人々との交流をとおして子育ての大切

さ，他人への思いやりや自然への愛情を育み，次代を担う社会の一員として成長で

きるよう，家庭，学校，地域における，教育環境のさらなる整備を進めます。 

さらに，特色ある教育を進めるため，英語教育などの先進的な教育を推進します。 

子どもを安心して産み育てることができるよう，地域コミュニティの形成・強化

や交通事故等の被害に遭うことのない安心安全な地域づくりの取り組みを推進し

ていきます。また，子どもの遊び場や居場所の確保，情報提供を推進していきます。 

基本目標１ 子育て家庭への支援充実 

必要なサービスが必要なときに受けられるよう，さまざまな子育て支援サービス

とその情報提供の充実を図ります。また，子育て家庭と地域社会とのネットワーク

づくりや経済的支援に重点を置き，不安や悩みにも的確に対応できるよう，子育て

家庭への支援を充実していきます。 

基本目標２ 親と子の健康の確保と増進 

妊娠・出産にはじまり，育児の各ステージにおける子どもとその親の心身の健康

を維持・増進していくために，切れ目のない支援体制を整備します。食育の推進，

各種育児相談，親子の健康を支える医療の充実（特に小児医療の充実）など，保健，

医療，福祉，教育の各分野の連携により，親と子の健康の確保と増進を図ります。 

基本目標３ 子どもの成長に資する教育環境の整備 

基本目標４ 安全な子育て環境の整備 
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※療育：障がい児が医療的配慮のもとで育成されること 

  

基本目標５ 仕事と生活の調和の促進 

すべての子育て家庭において，仕事と家庭生活のバランスの取れた多様な働き方

を選択できるよう，仕事と子育ての両立を支援するための各種子育て支援サービス

の充実に努めるとともに，男女共同参画に関する啓発を推進します。また，ワーク・

ライフ・バランス実現に向けた環境整備と各種休暇制度などの意識啓発に取り組み

ます。 

困難を抱える家庭への支援を充実していきます。また，より細やかな支援が必要

な子どもとその保護者が安心して生活できるよう，教育・療育における適切な支援

に取り組みます。 

また，地域の関係機関の体制強化を図り，児童虐待の早期発見・早期対応に努め，

要保護児童の対策を推進します。 

基本目標６ 要保護児童への対応等，きめ細やかな取り組

みの推進 
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(１)子どもや母親の健康づくり 

(２)食育の推進 

(１)相談と情報提供の充実 

２ 親と子の健康の 

確保と増進 

(３)子育て支援ネットワーク・ 
交流の場づくり 

(１)学校教育環境の充実 

(２)体験・交流活動の推進 

(３)家庭・地域の教育力の向上 

(１)子どもの見守り体制の充実 

(２)子どもの遊び場，居場所の 
確保と充実 

４ 安全な子育て環境

の整備 

(１)働き方の見直しによる子育
て環境の整備 

５ 仕事と生活の調和

の促進 

(１)困難を抱える家庭への支援 

(２)障がい児等への支援 

(３)児童虐待防止対策の充実 

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み 

健
や
か
に
子
育
て
で
き
る 

環
境
づ
く
り 

(２)子育て家庭への経済的支援 

３ 子どもの成長に資

する教育環境の整備 

１ 子育て家庭への支援

充実 

６ 要保護児童への対

応等，きめ細やかな

取り組みの推進 

４．計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 基本方針 基本目標 主要課題 
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出産や子育てに対する精神的な不安を和らげるため，必要な情報提供や健康相談・保健指導の充実を図ります。 

子育て家庭への経済的支援として，児童手当などの各種手当や幼児教育・保育の無償化を推進します。 

雨の日でも過ごせ，いつでも気軽に親子で集い交流できる場所の設置を進めます。 

妊娠出産から子育て期まで切れ目のない支援体制を整備します。各種健診・相談・予防接種の充実を図ります。 
地域医療と救急医療体制の充実を図ります。 

食への意識が希薄になり，食文化や食の安全性が失われつつあるため，食育を推進します。 

幼保小連携を進め，円滑な接続に取り組み，適切な就学支援を行います。 

学校，家庭，地域がそれぞれの役割を十分に果たしながら，社会全体で子どもたちを守り育てる体制を構築します。 

特色ある教育を進めるため，英語教育・プログラミング教育などの先進的な教育を推進します。 

学校教育と連携を図り，子ども体験事業のさらなる充実を図ります。 

学校と地域の連携による学校支援体制の充実や子どもを地域全体で育む環境の整備を推進します。 

学校内外の諸問題を抱える子どもや保護者の相談体制の充実を図ります。 

子育て世帯が地域の中で見守られながら安心して生活できるよう，地域コミュニティの形成・強化を図ります。 

交通安全意識の啓発と危険個所の点検，子どもの交通安全対策を実施します。 

公園や緑地の整備，子どもの活動の場の情報提供を推進します。また，公園施設や遊具の安全管理に努めます。 

職場や家庭，学校などあらゆる機会を通じた男女共同参画に関する啓発活動を推進します。また，ワーク・ラ
イフ・バランスの実現に向けた環境整備と各種休暇制度などの周知を図ります。 

ひとり親家庭に対し，各種経済的支援や事業の情報提供を行います。 

生活困窮や外国につながる幼児など困難を抱える家庭の支援に努めます。 

早期発見に努め，療育，教育における適切な支援を行います。 

子どもの権利擁護の啓発，児童虐待の早期発見・早期対応に努め，各機関との連携を図ることで，要保護児童
の対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 
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ＰＤＣＡサイクル 

「計画（Plan）・実行（Do）・評価（Check）・改善（Act）」の４つで構成される行動シ

ステムのことをいいます。 

計画（Plan）は普遍のものではなく，実行に移し（Do），結果・成果を評価し（Check），

改善・改良を加え（Act），次の計画（Plan）へ繋げることが必要になります。 

社会状況の変化が急速な現代にあっては，事業の不断の見直しが求められています。 

５．計画の推進体制 

本計画の進行管理にあたっては，PDCAサイクルのプロセスに基づき，「利根町子ど

も・子育て支援会議」において，本計画の進捗状況等について報告し，点検・評価を受

けるとともに，その結果や内容を施策や事業の見直し等に反映させることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行Do 改善Act 

 

・施策推進に向けた見込み量の設定 

・施策の方向性と確保方策の設定 

計画Plan 

・目標の達成に向けた事務事業 

 の執行 
・見込み量や確保方策の見直し 

・施策の方向性と内容について 

毎年度，子ども・子育て支援会議において 

・目標の進捗状況の把握 

・施策の方向性と成果の確認 

評価Check 
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Ⅳ.子ども・子育て支援事業の展開 
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１．子ども・子育て支援制度の趣旨とポイント 

「子ども・子育て支援制度」は，平成 24年 8月に成立した「子ども・子育て関連３法」

に基づく制度で，平成 27年度から本格的に施行されました。 

主なポイントは「保育の量的拡大・確保」，「認定こども園の普及」及び「地域子ども・

子育て支援の強化」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆子ども・子育て関連３法の趣旨 

保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に， 

幼児期の学校教育・保育，地域の子ども・子育て支援を総合的に推進 

 

◆主なポイント 

①認定こども園，幼稚園，保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び 

小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設 

・地域型保育給付は，都市部における待機児童解消とともに，子どもの数が 

減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応 

 

②認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等） 

・幼保連携型認定こども園について，認可・指導監督の一本化並びに学校及び 

児童福祉施設としての法的位置付け 

・認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化 

 

③地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援，地域子育て支援拠点， 

放課後児童クラブ等の「地域子ども・子育て支援事業」）の充実 

 

④市町村が実施主体 

・市町村は地域のニーズに基づき計画を策定，給付・事業を実施 

・国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える 

 

⑤社会全体による費用負担 

・消費税率の引き上げによる，国及び地方の恒久財源の確保を前提 

 

⑥政府の推進体制 

・制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備（内閣府に子ども・子育て本部を 

設置） 

 

⑦子ども・子育て会議の設置 

 

⑧施行時期 

・平成27年４月に本格施行 
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２．子ども・子育て支援制度の概要 

（１）子ども・子育て支援給付 

① 子どものための教育・保育給付（市町村主体） 

【認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育等に係る共通の財政支援】 

幼児期の学校教育と保育の必要性のある子どもへの保育について，給付対象の認

定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育等の施設等を利用した場合に給付の対象

となります。 

給付費が確実に子育て支援に使われるようにするため，保護者への直接的な給付では

なく，各施設等が代理で給付を受け，保護者は施設等からサービスを受けるしくみ（法

定代理受領）となります。給付は，「施設型給付」と「地域型保育給付」に分かれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府  

■地域型保育事業 

子ども・子育て支援制度では定員が19人以下の保育事業について，市町村による認

可事業（地域型保育事業）として，地域型保育給付の対象となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府  

施設型給付 

認定こども園 ０～５歳 
 

幼稚園型 保育所型 地方裁量型 

幼稚園 
３～５歳 

保育所 
０～５歳 

地域型保育給付 

小規模保育，家庭的保育，居宅訪問型保育，事業所内保育 

 幼保連携型 

小規模保育 
事業主体：市町村，民間事業者等 

家庭的保育  
事業主体：市町村，民間事業者等 

 

 

事業所内 
保育 

事業主体：事業主等 

保育の実施場所等 

5人以下 

19人以下 

1人 

6人以上 

保育者の居宅その他の場所，施設 

（子どもの居宅及び事業所内保育を行う 

場所を除きます。) 

居宅訪問型 

保育 
事業主体：市町村，
民間事業者等 

 

保育を必要とする 

子どもの居宅 

事業所の従業員の子ども 

＋ 

地域の保育を必要とする 

子ども(地域枠) 

 

認
可
定
員 
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② 子育てのための施設等利用給付【新設】（市町村主体） 

【幼稚園〈未移行〉，認可外保育施設，預かり保育等の利用に係る支援】 

令和元年の「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」により，市町村の確

認を受けた幼児期の教育及び保育等を行う施設等の利用に関する給付制度が創設さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府 

 

（２）その他の子ども及び子どもを養育している方に必要な支援 

① 地域子ども・子育て支援事業（市町村主体） 

【地域の実情に応じた子育て支援】 

地域子ども・子育て支援事業は，市町村が地域の子ども・子育て家庭の実情に応

じて実施する事業です。 

地域子ども・子育て支援事業は，子ども・子育て支援法第59条各号で13の事業

が定められており，地域の課題解決のために必要なサービスを整備していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設等利用費 

幼稚園〈未移行〉 

特別支援学校 

預かり保育事業 

認可外保育施設等 
 
・認可外保育施設 

・一時預かり事業 

・病児保育事業 

・子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 

地域子ども・子育て支援事業 

①利用者支援事業 

②地域子育て支援拠点事業 

③妊婦健康診査 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業等及び子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

⑥子育て短期支援事業 

⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

⑧一時預かり事業 

⑨延長保育事業 

⑩病児保育事業 

⑪放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業（幼稚園〈未移行〉における 

低所得者世帯等の子どもの食材費（副食費）に対する助成） 

⑬多様な事業者の参入促進・能力活用事業 
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② 仕事・子育て両立支援事業（国主体） 

【仕事と子育ての両立支援】 

平成28年の「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」により，政府が事業

所内保育業務を目的とする施設等の設置者に対する助成及び援助を行う事業「仕

事・子育て両立支援事業」が創設されました。 

■企業主導型保育事業 

多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い，保育所待機児童の解消を

図り，仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。 

■企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 

繁忙期の残業や夜勤等の多様な働き方をしている労働者が，ベビーシッター派遣

サービスを利用した場合に，その利用料金の一部又は全部を助成します。 

 

（３）子どもの認定区分 

子ども・子育て支援給付のうち，子どものための教育・保育給付認定において，保育の

必要性がある小学校就学前の子どもについては，３号認定は満３歳未満の子ども，２号認

定は満３歳以上の子どもとされており，保育必要量の認定も行うこととされています。 

これに対し，子育てのための施設等利用給付認定において，保育の必要性がある小学校

就学前の子どもについては，「新３号認定」は満３歳に達する日以後の最初の３月31日ま

での間にある子ども，「新２号認定」は満３歳に達する日以後の最初の３月31日を経過し

た子どもとされており，保育必要量の認定はありません。また，「新３号認定」には保育の

必要性以外にも住民税非課税世帯の子どもであることも要件とされています。 

① 子どものための教育・保育給付の認定区分 

認定区分 対象者（支給要件） 
保育必要量 
（内容） 

給付を受ける 
施設・事業 

１号認定 
子ども 

満３歳以上の小学校就学前子どもであっ

て，２号認定子ども以外のもの 

（第19条第１項第１号） 

教育標準時間 
幼稚園 
認定こども園 

２号認定 
子ども 

満３歳以上の小学校就学前子どもであっ

て，保護者の労働又は疾病その他の内閣府

令で定める事由により家庭において必要な

保育を受けることが困難であるもの 

（第19条第１項第２号） 

保育短時間 
保育標準時間 

保育所 
認定こども園 

３号認定 
子ども 

満３歳未満の小学校就学前の子どもであっ

て，保護者の労働又は疾病その他の内閣府

令で定める事由により家庭において必要な

保育を受けることが困難であるもの 

（第19条第１項第３号） 

保育短時間 
保育標準時間 

保育所 
認定こども園 
地域型保育 

※支給要件（ ）内は子ども・子育て支援法における規定 

資料：内閣府 
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保育の必要性の認定（２号及び３号の保育の必要性の認定を受ける子ども）に当たっ

ては，以下の点を考慮して行われます。 

事  由 

①就労 
フルタイムのほか，パートタイム，夜間の就労等基本的にすべての就労 

②就労以外の事由 
保護者の疾病・障がい，産前産後，親族の介護，災害復旧，求職活動及び 
就学等，またそれらに類するものとして市町村が定める事由 

区  分 

①保育標準時間 
主にフルタイムの就労を想定した長時間利用 
（保育が必要な範囲内で，１日最大11時間※まで利用可能） 

②保育短時間 
主にパートタイムの就労を想定した短時間利用 
（保育が必要な範囲内で，１日最大８時間※まで利用可能） 
※開所時間などの設定は，各園で異なります。 

※区分は，月単位の保育の必要量に関する区分 

 

② 子育てのための施設等利用給付の認定区分（保育必要量の認定は不要） 

認定区分 対象者（支給要件） 
支給に係る 
施設・事業 

１号認定子ども 

満３歳以上の小学校就学前子どもであって，

２号認定子ども・３号認定子ども以外のもの 

（第30条の４第１号） 

幼稚園，特別支援学校等 

２号認定子ども 
（新２号認定） 

満３歳に達する日以後最初の３月31日を経

過した小学校就学前子どもであって，第19条

第１項第２号の内閣府令で定める事由により

家庭において必要な保育を受けることが困難

であるもの 

（第30条の４第２号） 

認定こども園，幼稚園，

特別支援学校（満３歳入

園児は３号，年少児から

は２号） 

 

認可外保育施設，預かり

保育事業，一時預かり事

業，病児保育事業，ファ

ミリー・サポート・セン

ター事業（２歳児クラス

まで３号，３歳児クラス

からは２号） 

３号認定子ども 
（新３号認定） 

満３歳に達する日以後最初の３月31日まで

の間にある小学校就学前子どもであって，第

19条第１項第２号の内閣府令で定める事由

により家庭において必要な保育を受けること

が困難であるもののうち，保護者及び同一世

帯員が市町村民税世帯非課税者であるもの 

（第30条の４第３号） 

※支給要件（ ）内は子ども・子育て支援法における規定 

資料：内閣府 
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３．教育・保育事業，地域子ども・子育て支援事業の
ニーズ量推計 

（１）推計の手順 

教育・保育事業，地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計にあたっては，就学前

児童の保護者を対象としたニーズ量調査の結果をもとに，国が示した「第二期市町村子

ども・子育て支援事業計画等における『量の見込み』の算出等の考え方（改訂版）」の

手順に沿って算出し，本町の地域特性の整合性等を検証しながら，修正・加工を行いま

した。 

 

■ 教育・保育事業，地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計のフロー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【家庭類型】 

タイプＡ ：ひとり親家庭 

タイプＢ ：フルタイム×フルタイム 

タイプＣ ：フルタイム×パートタイム 

(月120時間以上＋月下限時間[48～64時間]～

120時間の一部) 

タイプＣ’：フルタイム×パートタイム 

(月下限時間[48～64時間]未満＋月下限時間

[48～64時間]～120時間の一部) 

タイプＤ ：専業主婦(夫) 

タイプＥ ：パートタイム×パートタイム 

(双方が月120時間以上＋月下限時間[48～64

時間]～120時間の一部) 

タイプＥ’：パートタイム×パートタイム 

(いずれかが月下限時間[48～64時間]未満＋月

下限時間[48～64時間]～120時間の一部) 

タイプＦ ：無業×無業 

１ 利用者支援事業 

２ 地域子育て支援拠点事業 

３ 妊婦健康診査 

４ 乳児家庭全戸訪問事業 

５ 養育支援訪問事業等及び子どもを守

る地域ネットワーク機能強化事業 

６ 子育て短期支援事業 

７ 子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 

・・・等 

１ １号認定：認定こども園（幼保連携型・幼稚園型） 

２ ２号認定：認可保育所・認定こども園（幼保連携

型・幼稚園型） 

３ ３号認定：認可保育所・認定こども園（幼保連携

型・幼稚園型）・事業所内保育所） 

整備量の検討 

確保策の検討 

整備量の検討 

確保策の検討 

参酌標準の勘案 

家庭類型の分類(潜在) 

転職・就労希望から算出 

就学前児童保護者対象のニーズ調査の実施 

家庭類型の分類(現在) 

教育・保育の量の見込みの算出 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの算出 

人口推計 

家庭類型(潜在)別推計児童数の算出 
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293 291 257 247 215 206 190 

343 344 
339 

304 
298 

263 
253

636 635 
596 
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平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

６～８歳 ９～11歳

42 39 36 34 33 31 30 

112 103 96 87 82 78 74 

229 
203 194 

178 159 148 137 

383 
345 

326 
299 

274 
257 

241 

0

100

200

300

400

500

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

０歳 １・２歳 ３～５歳

実績値 推計値 

（２）将来推計人口 

本計画の計画期間（令和２年度～令和６年度）における年齢区分別児童人口の推計結

果は以下のとおりです。０～５歳の未就学児童人口は令和６年には241人，小学生は

443人と予測しています。 

図表33 ０～５歳（未就学児）の将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※住民基本台帳をもとにコーホート変化率法を用い算出（各年４月１日時点） 

 

図表34 ６～11歳（小学生）の将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※住民基本台帳をもとにコーホート変化率法を用い算出（各年４月１日時点） 

 

  

実績値 推計値 
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４．教育・保育提供区域の設定 

本町では，これまでの教育・保育施設の整備状況やサービス見込み量にかかわる推計，

国による区域設定の諸条件等を総合的に勘案した結果，町全体を提供区域とすることで，

計画期間中における需要量と供給量に対して十分かつ柔軟な対応が可能となることから，

町全域を１つの提供区域として設定することとします。 

なお，町全体を１つの提供区域としながらも，ニーズや利用状況の変化等を見極めなが

ら，特定のエリアに施設整備が偏在することのないよう，各地域の特性や課題に応じた柔

軟な対応をしていくこととします。 

 

 

５．幼児期の教育・保育 

（１）認定区分について 

子ども・子育て支援制度では，利用者の「認定区分」に応じて利用可能な幼児期の教

育・保育施設が区分されます。 

本計画では，以下の「認定区分」毎に幼児期の教育・保育の確保方策を計画します。 

図表35 幼児期の教育・保育に関する認定区分 

認定区分 区分の概要 該当する施設・事業 

１号認定 
「保育の必要性」の認定を受けない，満３歳以上就学前の
子ども 
教育標準時間：４時間 

認定こども園 

２号認定 
（保育認定） 

「保育の必要性」の認定を受ける満３歳以上就学前の子ども 
保育短時間：８時間まで 保育標準時間：11時間まで 

認定こども園， 
認可保育所 

３号認定 
（保育認定） 

「保育の必要性」の認定を受ける満３歳未満の子ども 
保育短時間：８時間まで 保育標準時間：11時間まで 

認定こども園， 
認可保育所， 
事業所内保育所 
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（２）各年度における教育・保育の量の見込み（目標事業量） 

認定こども園や保育所の現在の利用状況，今後の利用希望，女性就業率の推計，計画

期間の児童人口推計に基づき，計画期間における幼児期の教育・保育の量の見込みを推

計しました。以下認定区分ごと，年齢ごとの量の見込みを計画期間の目標事業量としま

す。また，3号認定に関する保育利用率の目標値を以下のとおり定めます。 

図表36 幼児期の学校教育・保育に関する量の見込み 

単位：人 

認定区分 対象年齢 
平成30

年実績 

量の見込み 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

１号認定 
３歳児 25 22 21 19 18 17 

４・５歳児 83 66 60 54 50 46 

２号認定 
３歳児 36 33 32 28 26 25 

４・５歳児 74 73 65 58 54 49 

３号認定 

０歳児 12 13 12 12 11 10 

１歳児 32 24 22 21 20 19 

２歳児 29 36 32 30 29 27 

※基準日：４月１日現在，０歳児は10月１日現在 

 

図表37 ３号認定に関する保育利用率の目標値 

単位：人 

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

３号認定の利用定員数 102 102 102 102 102 

０-２歳の児童人口推計 132 121 115 109 104 

保育利用率の目標値 77.3% 84.3% 88.7% 93.6% 98.0% 

 

（３）提供体制の内容及びその実施時期（確保方策） 

計画期間の量の見込み（目標事業量）に対応できるよう，幼児期の教育・保育の提供

体制の確保については，以下の方針で取り組みます。 

〇1号認定の提供体制は，認定こども園（幼保連携型・幼稚園型）により確保します。

利根二葉幼稚園，利根大和幼稚園の２園は幼稚園型，布川保育園は幼保連携型として

運営を行っています。令和２年度は，３園合わせて１号認定の定員は98名となり，

第２期中も新たな待機児童が出現する見込みはなく，余裕のある体制を維持します。 

〇２号認定の提供体制は，主に保育所又は認定こども園（幼保連携型・幼稚園型）により確

保します。定員は保育所の２園で75名，認定こども園の３園で75名，合計150名で，第

２期中も新たな待機児童が出現する見込みはなく，余裕のある体制を維持します。 

〇3３号認定の提供体制は，主に認可保育所・認定こども園（幼保連携型・幼稚園型）・

事業所内保育所により確保します。定員は，保育所の２園で定員は55名，認定こど

も園の３園で35名，事業所内保育所が12名，合計102名で，第２期中も新たな待機

児童が出現する見込みはなく，余裕のある体制を維持します。  
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[１]１号認定【３～５歳 教育標準時間認定：認定こども園(幼保連携型・

幼稚園型)】 

 

保育の必要性の認定を受けない満３歳以上就学前の子どもが対象です。人口推計から

児童数の減少が予想されるため，第２期の期間中の見込み量は３歳，４・５歳ともに減

少を見込んでいますが，幼児教育無償化により，教育施設のニーズの高まりが予想され

るため，ゆるやかな減少としています。 

図表38 見込み量と確保方策（１号認定：３歳） 

単位：人 

１号認定：３歳 
平成30年

実績 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①見込み量 

（必要利用定員総数） 
25 22 21 19 18 16 

②確保策 53 32 32 32 26 26 

 

教育施設 50 28 28 28 16 16 

保育施設 3 4 4 4 10 10 

確認を受けない幼稚園 - - - - - - 

過不足（②－①） 28 10 11 13 8 10 

 

図表39 見込み量と確保方策（１号認定：４・５歳） 

単位：人 

１号認定：４・５歳 
平成30年

実績 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①見込み量 

（必要利用定員総数） 
83 66 60 54 35 32 

②確保策 107 66 66 66 54 54 

 

教育施設 100 57 57 57 34 34 

保育施設 7 9 9 9 20 20 

確認を受けない幼稚園 - - - - - - 

過不足（②－①） 24 0 6 12 19 22 
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[２]２号認定【３～５歳 保育認定：認可保育所・認定こども園（幼保連

携型・幼稚園型）】 

 

保育の必要性の認定を受ける満３歳以上就学前の子どもが対象です。人口推計から児

童数の減少が予想されるため，第２期の期間中の見込み量は３歳，４・５歳ともに減少

を見込んでいますが，幼児教育無償化により，教育・保育施設のニーズの高まりが予想

されるため，ゆるやかな減少としています。 

図表40 見込み量と確保方策（２号認定：３歳） 

単位：人 

２号認定：３歳 
平成30年

実績 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①見込み量 

（必要利用定員総数） 
36 33 32 28 27 24 

 
教育利用想定 7 6 6 5 6 5 

保育利用想定 29 27 26 23 21 19 

②確保策 45 49 49 49 39 39 

 
教育施設 5 12 12 12 10 10 

保育施設 40 37 37 37 29 29 

過不足（②－①） 9 16 17 21 12 15 

 

図表41 見込み量と確保方策（２号認定：４・５歳） 

単位：人 

２号認定：４・５歳 
平成30年

実績 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①見込み量 

（必要利用定員総数） 
74 73 65 58 43 42 

 
教育利用想定 11 11 10 9 6 6 

保育利用想定 63 62 55 49 37 36 

②確保策 96 101 101 101 83 83 

 
教育施設 15 26 26 26 22 22 

保育施設 81 75 75 75 61 61 

過不足（②－①） 22 28 36 43 40 41 

 

  



Ⅳ.子ども・子育て支援事業の展開 

 

52 

[３]３号認定【０～２歳 保育認定：認可保育所・認定こども園（幼保連

携型・幼稚園型）・事業所内保育所】 

 

保育の必要性の認定を受ける満３歳未満の子どもが対象です。児童数の減少が予想され

ているため，第２期の見込み量は０歳児，１歳児，２歳児ともに減少を見込んでいます。 

図表42 見込み量と確保方策（３号認定：０歳） 

単位：人 

３号認定：０歳 
平成30年

実績 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①見込み量 

（必要利用定員総数） 
12 13 12 12 11 10 

 

教育利用想定 0 0 0 0 0 0 

保育利用想定 11 12 11 11 10 9 

地域型保育利用想定 1 1 1 1 1 1 

②確保策 22 21 21 21 17 17 

 

教育施設 0 0 0 0 1 1 

保育施設 16 17 17 17 12 12 

地域型保育施設 6 4 4 4 4 4 

過不足（②－①） 10 8 9 9 6 7 

※見込み量の基準日：10月１日現在 

 

図表43 見込み量と確保方策（３号認定：１歳） 

単位：人 

３号認定：１歳 
平成30年

実績 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①見込み量 

（必要利用定員総数） 
32 24 22 21 20 19 

 

教育利用想定 2 1 1 1 1 1 

保育利用想定 29 22 20 19 18 17 

地域型保育利用想定 1 1 1 1 1 1 

②確保策 32 36 36 36 34 34 

 

教育施設 3 3 3 3 8 8 

保育施設 23 29 29 29 22 22 

地域型保育施設 6 4 4 4 4 4 

過不足（②－①） 0 12 14 15 14 15 
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図表44 見込み量と確保方策（３号認定：２歳） 

単位：人 

３号認定：２歳 
平成30年

実績 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①見込み量 

（必要利用定員総数） 
29 36 32 30 24 24 

 

教育利用想定 4 5 5 4 4 4 

保育利用想定 23 29 25 24 19 19 

地域型保育利用想定 2 2 2 2 1 1 

②確保策 44 45 45 45 39 39 

 

教育施設 7 9 9 9 9 9 

保育施設 30 32 32 32 26 26 

地域型保育施設 7 4 4 4 4 4 

過不足（②－①） 15 9 13 15 15 15 
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６．地域子ども・子育て支援事業 

地域子ども・子育て支援事業とは，子ども・子育て支援法第 59条各号に該当する以下

の 13事業を指します。 

図表45 地域子ども・子育て支援事業の一覧 

事業名 事業の概要 
掲載

頁 

（１） 利用者支援事業 
子ども又はその保護者の身近な場所で，教育・保育施設や地域の

子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行う

とともに，関係機関との連絡調整等を実施する事業 
55 

（２） 地域子育て支援拠点事業 
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し，子育て

についての相談，情報の提供，助言その他の援助を行う事業 
56 

（３） 妊婦健康診査 
妊婦の健康の保持及び増進を図るため，妊婦に対する健康診査と

して，①健康状態の把握，②検査計測，③保健指導を実施するとと

もに，必要に応じた医学的検査を実施する事業 
57 

（４） 乳児家庭全戸訪問事業 
生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し，子育て支援に

関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業 
58 

（５） 養育支援訪問事業，子ど

もを守る地域ネットワーク機

能強化事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して，その居宅を訪問し，養育に

関する指導・助言等を行うことにより，当該家庭の適切な養育の実

施を確保する事業 

要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強

化を図るため，調整機関職員の専門性強化と，関係機関間の連携

強化を図る事業 

59 

（６） 子育て短期支援事業 

（ショートステイ） 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一

時的に困難となった児童について，児童養護施設等に入所させ，必

要な保護を行う事業（短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）

及び夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）） 

60 

（７） 子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター

事業） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員とし

て，児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と，当該援助

を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡，調整を行

う事業 

61 

（８） 一時預かり事業 
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を，

保育所等の場所で一時的に預かり，必要な保護を行う事業 
62 

（９） 延長保育事業 
保育認定を受けた子どもについて，通常の利用日及び利用時間以

外の日及び時間において，認定こども園，保育所等で保育を実施す

る事業 
64 

（10） 病児保育事業 
病児について，病院・保育所等に付設された専用スペース等で，看

護師等が一時的に保育等する事業 
65 

（11） 放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ） 

保護者が就労等により昼間留守家庭となる小学校児童に対し，授

業の終了後に小学校の余裕教室，児童館等を利用して適切な遊び

及び生活の場を与えて，その健全な育成を図る事業 
66 

（12） 実費徴収に係る補足給付

を行う事業 

保護者の所得に応じて，教育・保育施設へ支払うべき教育・保育に

必要な物品及び行事への参加費等を助成する事業 
67 

（13） 多様な事業者の参入促進・

能力活用事業 

地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設等の量的拡大を進

める上で，多様な事業者の新規参入を支援するほか，認定こども園

における特別な支援が必要な子どもの受入体制を構築することで，

良質かつ適切な教育保育等の提供体制の確保を図る事業 

67 
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（１）利用者支援事業 

子どもや保護者の身近な場所で，教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提

供や，必要に応じて相談・助言等を行うとともに，関係機関との連絡調整等を実施する

事業です。 

 

本町事業名 利用者支援事業 

事 業概 要  

子ども又はその保護者の身近な場所で，教育・保育施設や地域の子育て支援事

業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに，関係機関との連絡

調整等を実施する事業 

対 象 者  ０歳～５歳 

実 施単 位  実施か所数 

 

■量の見込みと確保方策 

第２期中は大きな体制変化を予定していないため，現状維持としています。 

図表46 利用者支援事業の量の見込みと確保方策 

 

平成30

年実績 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み （か所） 1 1 1 1 1 1 

確保方策 （か所） 1 1 1 1 1 1 
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（２）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児や保護者が相互の交流を行う場所を開設し，子育てについての相談，情報の提

供，助言やその他の援助を行う事業です。現在，「とね子育て支援センター」として文

間保育園内の１か所で実施しています。 

 

本町事業名 地域子育て支援拠点事業（とね子育て支援センター） 

事 業概 要  
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し，子育てについての相

談，情報の提供，助言その他の援助を行う事業 

対 象 者  未就園児 

実 施単 位  年間の利用延べ人数 （人回） 

 

図表47 地域子育て支援拠点事業 実績の推移 

 平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

年間の利用延べ人数 （人回） 

（子ども・保護者の合計） 
1,174 1,031 1,058 657 

実施事業所 （か所） 1 1 1 1 

 

■量の見込みと確保方策 

第１期の実績値からニーズ量の減少がみられますが，現行の体制での対応を実施しま

す。 

図表48 地域子育て支援拠点事業の量の見込みと確保方策 

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み  （人回） 980 980 980 980 980 

確保方策   （か所） 1 1 1 1 1 
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（３）妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持と増進を図るため，妊婦への健康診査として，健康状態の把握，

検査計測，保健指導を実施し，必要に応じた医学的検査を実施する事業です。妊婦の

対象人数が平成30年度で前年度から微増のため，現状維持としています。 

 

本町事業名 妊婦健康診査 

事 業概 要  

妊婦の健康の保持及び増進を図るため，妊婦に対する健康診査として，①健康状

態の把握，②検査計測，③保健指導を実施するとともに，必要に応じた医学的検

査を実施する事業 

対 象 者  妊婦 

実 施単 位  対象者数 （実人数），健診延べ回数 （人回） 

 

図表49 妊婦健康診査 実績の推移 

 平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

対象者数 （実人数） －  －  65 67 

健診延べ回数 （人回） 815 691 673 541 

 

■量の見込みと確保方策 

今後もすべての妊婦に対して健康診査を実施します。 

図表50 妊婦健康診査の量の見込みと確保方策 

  
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み （実人数） 65 65 65 65 65 

健診延べ回数 （人回） 680 680 680 680 680 
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（４）乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し，子育て支援に関する情報提供や

養育環境等の把握を行う事業です。 

 

本町事業名 乳児家庭全戸訪問事業 

事 業概 要  
生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し，子育て支援に関する情報提供

や養育環境等の把握を行う事業 

対 象 者  ０歳 

実 施単 位  対象者数 （実人数） 

 

図表51 乳児家庭全戸訪問事業 実績の推移 

 平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

対象者数 （実人数） 60 44 46 42 

実施事業  1 1 1 1 

 

■量の見込みと確保方策 

第２期中は現状維持を見込んでいます。今後も全戸訪問を実施します。 

図表52 乳児家庭全戸訪問事業の量の見込みと確保方策 

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み（実人数） 50 50 50 50 50 

確保方策 事業実施予定  1 1 1 1 1 
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（５）養育支援訪問事業，子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

養育支援が特に必要な家庭に訪問し，養育に関する指導・助言等を行い，適切な養育

の実施を確保する事業です。また要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネット

ワーク）の機能強化を図るため，調整機関職員の専門性強化と，関係機関間の連携強化

を図る事業です。 

 

本町事業名 養育支援訪問事業，要保護児童対策地域協議会 

事 業概 要  

養育支援が特に必要な家庭に対して，その居宅を訪問し，養育に関する指導・助

言等を行うことにより，当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業 

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るた

め，調整機関職員の専門性強化と，関係機関間の連携強化を図る事業 

対 象 者  ０歳～18歳未満 

実 施単 位  対象者数 （実人数） 

 

図表53 養育支援訪問事業，その他要保護児童の支援に資する事業の対象者数の推移 

 平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

対象者数（実人数） 34 37 32 22 

 

特定妊婦数（人） 5 7 11 0 

要支援児童数（人） 29 30 21 22 

要保護児童数（人） 0 0 0 0 

 

■量の見込みと確保方策 

今後も引き続き関係機関と情報を共有し，必要と認められる家庭に訪問し，相談や指

導を実施します。 

図表54 養育支援訪問事業，その他要保護児童の支援に資する事業の量の見込みと確保方策 

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み（実人数） 35 35 35 35 35 

確保方策 事業実施予定 (訪問事業) 1 1 1 1 1 
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（６）子育て短期支援事業（ショートステイ）  

保護者の疾病等の理由により，家庭において養育が一時的に困難となった児童につい

て，児童養護施設等に入所させ，必要な保護を行う事業です。 

 

本町事業名 子育て短期支援事業（ショートステイ） 

事 業概 要  

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難とな

った児童について，児童養護施設等に入所させ，必要な保護を行う事業（短期入

所生活援助事業（ショートステイ事業）） 

対 象 者  ０歳～18歳未満 

実 施単 位  年間の利用延べ人数（人日） 

 

図表55 子育て短期支援事業（ショートステイ） 実績の推移 

 平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

年間の利用延べ人数 （人日） 0 0 0 0 

委託施設（か所） － － － 4 

 

■量の見込みと確保方策 

第１期中は平成30年度からの実施のため，多くのニーズ量を見込んでいませんが，

利用希望があった際には，事業を実施します。 

図表56 子育て短期支援事業（ショートステイ）の量の見込みと確保方策 

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み (a) （人日） 0 0 0 0 0 

確保方策 (b) （人日） 28 28 28 28 28 

 委託施設（か所） 4 4 4 4 4 

過不足 (c=b-a) 28 28 28 28 28 
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として，児童の預かり等の

援助を受けることを希望する者と，当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動

に関する連絡，調整を行う事業を実施します。 

 

本町事業名 ファミリー・サポート・センター事業 

事 業概 要  

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として，児童の預か

り等の援助を受けることを希望する者と，当該援助を行うことを希望する者との相

互援助活動に関する連絡，調整を行う事業 

対 象 者  ０歳～小学生 

実 施単 位  年間の利用延べ人数 （人日） 

 

図表57 ファミリー・サポート・センター（在宅福祉サービス事業）事業 実績の推移 

 平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

年間の利用延べ人数 （人日） 22 55 0 80 

実施事業所（か所） 1 1 1 1 

 

■量の見込みと確保方策 

現在町では，ファミリー・サポート・センター事業は実施しておりませんが，類似事

業としては「在宅福祉サービス事業」（社会福祉協議会）として放課後の送迎等をして

います。 

図表58 ファミリー・サポート・センター（在宅福祉サービス事業）事業の量の見込みと確保方策 

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み (a) （人日） 88 88 88 88 88 

確保方策 (b) （人日） 90 90 90 90 90 

 実施事業所（か所） 1 1 1 1 1 

過不足 (c=b-a) 2 2 2 2 2 
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（８）-１ 一時預かり事業（在園児を対象とする幼稚園預かり保育） 

幼稚園の標準的な利用時間外に，家庭で保育を受けることが一時的に困難な在園児を

対象に幼稚園で一時的に預かり，必要な保護を行う事業です。 

 

本町事業名 一時預かり 

事 業概 要  
幼稚園の標準的な利用時間外に，家庭で保育を受けることが一時的に困難となっ

た在園児を幼稚園において一時的に預かり，必要な保護を行う事業 

対 象 者  ３～５歳児 

実 施単 位  年間の利用延べ人数 （人日） 

 

図表59 一時預かり事業（在園児を対象とする幼稚園預かり保育） 実績の推移 

 平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

年間の利用延べ人数 （人日） 1,565 2,596 1,592 1,262 

実施事業所（か所） 2 2 2 3 

 

■量の見込みと確保方策 

第１期の実績値からニーズ量の減少が続いていますが，これまでどおり認定こども園

３園での対応を見込んでいます。 

図表60 一時預かり事業（在園児を対象とする幼稚園預かり保育）の量の見込みと確保方策 

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み (a)（人日）１号認定による利用 1,800 1,800 1,800 3,600 3,600 

確保方策 (b) （人日） 2,100 2,100 2,100 4,000 4,000 

実施事業所（か所） 3 3 3 4 4 

過不足 (c=b-a) 300 300 300 400 400 
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（８）-２ 一時預かり事業（幼稚園預かり保育以外） 

家庭で保育を受けることが一時的に困難な乳幼児を，保育所等で一時的に預かり，必

要な保護を行う事業です。 

 

本町事業名 保育所における一時預かり事業 

事 業概 要  
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を，保育所で一時的

に預かり，必要な保護を行う事業 

対 象 者  未就学児 

実 施単 位  年間の利用延べ人数 （人日） 

 

図表61 一時預かり事業（幼稚園預かり保育以外） 実績の推移 

 平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

年間の利用延べ人数 （人日） 512 766 522 203 

実施事業所（か所） 4 4 4 3 

 

■量の見込みと確保方策 

第１期の実績値からニーズ量の減少がみられますが，保育所２園，事業所内保育所１

園での対応を見込んでいます。 

図表62 一時預かり事業（幼稚園預かり保育以外）の量の見込みと確保方策 

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み (a) （人日） 500 500 500 500 500 

確保方策 (b) （人日） 500 500 500 500 500 

実施事業所（か所） 3 3 3 3 3 

過不足 (c=b-a) 0 0 0 0 0 
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（９）延長保育事業 

保育認定を受けた子どもについて，通常の保育時間を超えて保育が必要な世帯に，認

定こども園，保育所等で保育を実施する事業です。 

 

本町事業名 延長保育事業 

事 業概 要  
保育認定を受けた子どもについて，通常の利用日及び利用時間以外の日及び時

間に，認定こども園，保育所等で保育を実施する事業 

対 象 者  未就学児 

実 施単 位  利用人数 （実人数） 

 

図表63 延長保育事業 実績の推移 

 平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

利用人数（実人数） 127 126 107 100 

実施事業所（か所） 3 3 4 4 

 

■量の見込みと確保方策 

第１期の実績値から利用人数の減少がみられますが，現状維持とし，現行実施してい

る認定こども園１園，保育所２園，事業所内保育所１園での対応を見込んでいます。 

図表64 延長保育事業の量の見込みと確保方策 

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み (a) （実人数） 115 115 115 115 115 

確保方策 (b) （実人数） 150 150 150 150 150 

実施事業所（か所） 4 4 4 4 4 

過不足 (c=b-a) 35 35 35 35 35 
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（10）病児保育事業 

病児について，病院・保育所等に付設された専用スペース等で，看護師等が一時的に

保育等を実施する事業です。 

 

本町事業名 病児保育事業 

事 業概 要  
病児について，病院・保育所等に付設された専用スペース等で，看護師等が一時

的に保育等する事業 

対 象 者  ０歳～小学３年生 

実 施単 位  年間の利用延べ人数 （人日） 

 

図表65 病児保育事業 実績の推移 

 平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

年間の延べ利用人数 （人日） 0 4 62 47 

実施事業所（か所） 0 1 1 1 

 

■量の見込みと確保方策 

第１期の実績値では，直近の平成29～30年度にかけて利用人数の減少がみられます

が，現行実施している１か所での対応を見込んでいます。 

図表66 病児保育事業の量の見込みと確保方策 

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み (a)（人日） 290 290 290 50 50 

確保方策 (b)（人日） 550 550 550 100 100 

実施事業所（か所） 1 1 1 1 1 

過不足 (c=b-a) 260 260 260 50 50 
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（11）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が就労等により昼間留守家庭となる小学校児童に対し，授業の終了後に小学校

の余裕教室，児童館等を利用して適切な遊びや生活の場を提供し，健全な育成を図る事

業です。 

 

本町事業名 放課後児童クラブ 

事 業概 要  

保護者が就労等により昼間留守家庭となる小学校児童に対し，授業の終了後に

小学校の余裕教室，児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて，そ

の健全な育成を図る事業 

対 象 者  小学１年生～小学６年生 

実 施単 位  利用人数 （実人数） 

 

図表67 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 実績の推移 

 平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

利用人数（実人数） 111 114 108 105 

 
低学年（人） 103 95 86 79 

高学年（人） 8 19 22 26 

※各年４月１日現在 

 

■量の見込みと確保方策 

第１期の実績値では，低学年で減少，高学年で増加の傾向がみられます。今後，児童

数は減少傾向ですが，母親の就労の増加がみられ，現行実施している町内３か所の児童

クラブでの対応を見込んでいます。 

図表68 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）の量の見込みと確保方策 

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み (a)（実人数） 110 110 110 110 110 

 
低学年（人） 80 80 80 80 80 

高学年（人） 30 30 30 30 30 

確保方策 (b)（実人数） 120 120 120 120 120 

実施施設（か所） 3 3 3 3 3 

過不足 (c=b-a) 10 10 10 10 10 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して，特定教育・保育施設等に対して保護者が支払

うべき日用品，文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事へ

の参加に要する費用等を助成する事業です。 

 

 

（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設等の量的拡大を進める上で，多様な事

業者の新規参入を支援するほか，認定こども園における特別な支援が必要な子どもの受

入体制を構築することで，良質かつ適切な教育保育等の提供体制の確保を図る事業です。 
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１．子育て家庭への支援充実 

 

主要課題（１）相談と情報提供の充実 

子育て世帯の誰もが教育・保育サービスを利用するにあたって，必要な情報提供や相

談を受けられることが大前提です。サービスの質と量，さまざまな相談内容にきめ細や

かに対応ができるよう体制の整備が必要です。また，サービスを必要とする人が必要な

ときにサービスを的確に受けられるよう，広報紙や掲示板，ホームページやＳＮＳなど

多様な手段で十分な情報提供をしていくことが求められています。 

 

 

 

出産や子育てに対する精神的な不安を和らげるため，必要な情報提供や健康相談・保

健指導の充実を図ります。 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 担当課 

1-1-1 
子育て相談（保育所

等）事業 

身近なところで子育て相談や子育ての情報

を提供できるよう，保育所等において子育て

の相談や情報の提供をします。 

子育て支援課 

1-1-2 保育所等地域活動 

保育所の園庭開放，退所した児童や地域の

児童との共同活動等を行い，地域の子育て

を支援します。 

子育て支援課 

1-1-3 

地域子育て支援 

拠点事業（子育て支

援センター） 

子育ての相談及び情報交換の場として文間

保育園内の「とね子育て支援センター」にお

いて，実施します。さらに，雨の日でも過ご

せ，いつでも気軽に親子で集い交流できる

場所の設置を進めます。 

子育て支援課 

（子育て支援セン

ター） 

1-1-4 育児相談 

子育て，発育観察及び保健相談を実施しま

す。乳幼児健診の事後フォローをする機会とな

っています。 

保健福祉センター 

1-1-5 教育相談 

教育相談員が子育て，不登校等教育に関す

る子供・保護者の相談窓口となり，子育て，

不登校及び教育に関するすべての相談に対

応します。 

教育委員会 

指導室 

1-1-6 ６・７か月児相談 
６・７か月の乳児を対象とした離乳食指導と

育児相談を行います。 
保健福祉センター 

1-1-7 
子育て情報提供の

充実 

子育て支援ガイドブック・広報・ホームペー

ジ・携帯電話への情報メール配信等を含め

たさまざまな媒体を利用し，子育て情報を提

供します。 

子育て支援課 

保健福祉センター 

施策の方向 

主な事業 
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主要課題（２）子育て家庭への経済的支援 

不況が長引く状況下，非正規雇用の増加や不安定な雇用状態により，若い世代での貧

困が問題となっており，少子化問題の要因として経済的な問題が大きいことがあげられ

ます。安心して子どもを産み育てることができるよう，経済的支援が求められます。 

 

 

 

子育て家庭への経済的支援として，児童手当などの各種手当や幼児教育・保育の無償

化を推進します。 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 担当課 

1-2-1 
幼児教育・保育の 

無償化 

教育・保育施設を利用している３歳以上の子

ども，また０～２歳児の非課税世帯の子ども

に対して，利用者負担額を無償化します。 

子育て支援課 

1-2-2 
妊娠・出産祝い品 

支給事業 

母子健康手帳交付時に授乳服，出生届出

時に利根町内共通商品券を支給します。 
子育て支援課 

1-2-3 児童手当事業 
中学校までの児童を養育している父母等に

対し手当を支給します。 
子育て支援課 

 

 

主要課題（３）子育て支援ネットワーク・交流の場づくり 

地域社会での人と人とのつながりの希薄化が問題となっている状況下，核家族化が進

み，子育て世帯，特に母親が孤立しやすい状況となっています。少子化が進む中，子ど

もは地域の宝として，地域全体で子育て家庭を支えることができるよう，集いの場を整

備し，子ども同士，親同士の交流の場を作ることが求められています。 

 

 

 

雨の日でも過ごせ，いつでも気軽に親子で集い交流できる場所の設置を進めます。 

  

施策の方向 

主な事業 

施策の方向 
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番号 事業名 事業概要 担当課 

1-3-1 
育児相談・ワイワイ 

サロン事業 

子育ての相談及び情報交換の場としてワイ

ワイサロンを実施します。母親同士の交流の

場としても活用します。 

保健福祉センター 

1-3-2 

地域子育て支援 

拠点事業（子育て支

援センター）（再掲） 

子育ての相談及び情報交換の場として文間

保育園内の「とね子育て支援センター」にお

いて，実施します。さらに，雨の日でも過ご

せ，いつでも気軽に親子で集い交流できる

場所の設置を進めます。 

子育て支援課 

（子育て支援セン

ター） 

1-3-3 

ファミリー・サポート・

センター事業（在宅

福祉サービス事業） 

利根町社会福祉協議会において，育児など

の援助を受けたい人と行いたい人たちが会

員になり，相互に援助しあう会員組織の事業

を実施します。 

福祉課 

 

 

２．親と子の健康の確保と増進 

 

主要課題（１）子どもや母親の健康づくり 

乳幼児が心身ともに健やかに成長するには保護者の健康と安定した家庭生活が不可

欠です。保護者が安心して育児ができるよう相談体制，健診等の事業の充実を図り，保

護者の心身の健康を支えるとともに，支援体制づくりに努め，子どもと母親の健康の確

保を行うことが求められています。 

 

 

 

妊娠出産から子育て期まで切れ目のない支援体制を整備します。各種健診・相談・予

防接種の充実を図ります。地域医療と救急医療体制の充実を図ります。 

 

  

主な事業 

施策の方向 
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番号 事業名 事業概要 担当課 

2-1-1 母子健康手帳の交付 
妊娠・出産・育児まで，一貫した健康状態な

どを記録できる母子健康手帳を交付します。 
保健福祉センター 

2-1-2 妊産婦健康診査 
妊産婦を対象として，医療機関における健

康診査を行います。 
保健福祉センター 

2-1-3 マタニティスクール 
妊娠・出産などについて知識を学習してもら

う機会を提供します。 
保健福祉センター 

2-1-4 妊産婦相談 

妊産婦の悩みや不安を軽減するため妊娠28

週以降の妊婦に対し全員に電話相談をし，

相談対応を行います。その他必要に応じて

随時相談を行います。 

保健福祉センター 

2-1-5 妊産婦訪問相談 

妊産婦の悩みや不安などに対し，家庭訪問

による相談対応を行います。主に新生児訪

問と同時に行います。 

保健福祉センター 

2-1-6 産後ケア事業 

出産後，体調や子育ての不安などがあり，

自宅で身近な方のサポートが得られない母

子に対し，医療機関等に日帰り又は宿泊し

て助産師等から指導及び支援が受けられる

サービスを実施します。 

保健福祉センター 

2-1-7 新生児訪問相談 
新生児及び乳児のいる家族を対象として保

健指導を行います。 
保健福祉センター 

2-1-8 乳児健康診査 
乳児を対象として，医療機関における健康

診査を実施します。 
保健福祉センター 

2-1-9 親子遊び教室 
１歳６か月児から２歳児を対象に親子での遊び

をとおして子どもの成長と発達を支援します。 
保健福祉センター 

2-1-10 親子発達相談 子どもの発達を促すための療育指導を行います。 保健福祉センター 

2-1-11 乳幼児健康診査 
３・４か月，１歳６か月，３歳の乳児を対象とし

て集団健康診査を実施します。 
保健福祉センター 

2-1-12 医療費の助成 

未熟児養育医療や不妊治療費助成などの

経済的負担の軽減を図ります。 

小児医療福祉費支給制度（茨城県）や特例小

児医療福祉費支給制度（利根町）により，０歳

児から高校３年生（年齢相当）まで医療費の

助成を行います。また，母子健康手帳の交付

を受けた妊産婦に対しては，産婦人科でかか

った医療費を助成している茨城県制度の妊

産婦医療福祉費支給制度に加え，産婦人科

以外の受診についても，町独自の助成を行

い，妊産婦への医療費の助成を行います。 

保健福祉センター 

保険年金課 

主な事業 
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主要課題（２）食育の推進 

健全な生活習慣を維持するうえで，食事は大きな要素となります。乳幼児期から正し

い食事の摂り方や望ましい食習慣を定着させ，豊かな人間性の形成，さらには次世代に

おいても安定した食習慣が受け継がれていけるように，各家庭での『食』への意識の向

上と実践が求められています。 

 

 

 

食への意識が希薄になり，食文化や食の安全性が失われつつあるため，食育を推進し

ます。 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 担当課 

2-2-1 離乳食指導 離乳食の進め方に関する指導を行います。 保健福祉センター 

2-2-2 乳幼児栄養相談 
乳幼児の食事に関する悩みや困りごとに対

する相談を行います。 
保健福祉センター 

2-2-3 食育教室 
乳幼児期の望ましい食習慣に関する知識の

普及を行います。 
保健福祉センター 

2-2-4 食育の推進 
学校と家庭が連携し，望ましい食生活を推

進し食生活の充実を図ります。 

教育委員会 

学校教育課 

 

  

主な事業 

施策の方向 
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３．子どもの成長に資する教育環境の整備 

 

主要課題（１）学校教育環境の充実 

次代の社会を担う人材を育てるうえで，学校教育は，重要な役割を担っています。多

様化する現代社会に適応できるよう，幼児から少年期にかけての教育環境を向上させて

いくことが求められています。また，幼児期の教育・保育から小学校へとスムーズに移

行できるよう，保育所，認定こども園等と小学校との連携強化が求められています。 

 

 

 

幼保小連携を進め，円滑な接続に取り組み，適切な就学支援を行います。学校，家庭，

地域が，それぞれの役割を十分に果たしながら，社会全体で子どもたちを守り育てる体

制を構築します。特色ある教育を進めるため，英語教育などの先進的な教育を推進しま

す。 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 担当課 

3-1-1 
個に応じた多様な 

指導方法の充実 

習熟度別学習，少人数指導，ティームティーチ

ング（複数の教員による学習指導）の積極的な

取り入れなどにより，個人に応じた指導を充実

します。 

教育委員会 

指導室 

3-1-2 
英語指導助手 

（ＡＬＴ）の活用 

町立小中学校に各１名の英語指導助手（ALT）

を派遣します。 

教育委員会 

指導室 

3-1-3 外部人材の活用 

町立小中学校での外部人材の積極的な活用，

教育ボランティア等の活用により，地域と連携

協力し特色ある教育活動を進めます。 

教育委員会 

指導室 

3-1-4 開かれた学校づくり 
学校運営協議会の設置に向け取り組み，地域

に開かれた学校づくりを推進します。 

教育委員会 

指導室 

3-1-5 
保育所，認定こども

園と小学校の連携 

幼保小の相互の参観や交流，教職員の研修

などを行い，小学校への円滑な移行のため連

携を推進します。 

教育委員会 

指導室 

3-1-6 
教育課程特例校 

（英語） 

小学校１・２年生は，教育課程特例校の指定を

受け，週に１時間「英語活動」の時間を設け，

早期から英語に慣れ親しむ活動を取り入れて

います。 

教育委員会 

指導室 

3-1-7 プログラミング教育 
プログラミング的思考を育成するため，発達段

階に応じたプログラミング教育を推進します。 

教育委員会 

指導室 

  

主な事業 

施策の方向 
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主要課題（２）体験・交流活動の推進 

子どもの日常生活にとって主要な時間を占める学校生活のほかにボランティア活動

やスポーツ活動などの多様な体験活動，多世代との交流などを通じて，学校生活だけで

は得られない豊かなこころと健康な身体を育んでいけるような体験活動が求められて

います。 

 

 

 

学校教育と連携を図り，子ども体験事業のさらなる充実を図ります。 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 担当課 

3-2-1 スポーツ少年団事業 

スポーツを通じて，健全な心身を培いグルー

プ活動の意義を身につけることを目的として

事業を推進します。 

教育委員会 

生涯学習課 

3-2-2 わくわく体験教室 
自主性，協調性を持った子どもを育てること

を目的に自然体験活動の場を提供します。 

教育委員会 

生涯学習課 

3-2-3 
多様な体験活動の 

機会の充実 

異年齢集団活動を通し，多様な体験活動の

機会を得られるよう，さまざまな学習や自然

体験活動の場を提供します。 

・嬬恋村自然体験教室 

・小学生英語教室 

・夏休み体験教室 

教育委員会 

生涯学習課 

3-2-4 
多様な体験活動の 

機会の充実 

小学校における異年齢集団活動，自然体験

活動などにおいて，縦割り集団活動を位置

づけ，各小学校での計画のもと，子どもの情

操を養います。 

職場見学や職場体験などの社会体験活動

を推進します。 

教育委員会 

指導室 

3-2-5 
地域交流推進事業 

の実施 

地域の人材や素材などの授業への活用を

行い，特色ある教育活動と地域との交流を

推進します。 

「利根地固め唄」の小学生への演技指導 

教育委員会 

生涯学習課 

 

  

主な事業 

施策の方向 
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主要課題（３）家庭・地域の教育力の向上 

一般社会に通用する学力を持った子どもを育てるにあたって，家庭内，地域社会両面

での教育力の向上が不可欠です。親子がともに学び，家庭内での教育力の向上につなが

る学習機会や情報提供を行うことが求められています。 

 

 

 

学校と地域の連携による学校支援体制の充実や子どもを地域全体で育む環境の整備を

推進します。学校内外の諸問題を抱える子どもや保護者の相談体制の充実を図ります。 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 担当課 

3-3-1 教育相談体制の充実 

子育てや不登校などの教育に関する相談に

対し，教育相談員が電話や来所による定期

的な個別面接相談に応じます。 

教育委員会 

指導室 

3-3-2 
異世代交流事業の 

充実 
乳幼児と高齢者の交流活動を行います。 福祉課 

3-3-3 
家庭教育に関する 

学習機会の充実 

公民館等において，小学校等と連携した子

育て支援や家庭教育に関する学習会などを

開催します。 

教育委員会 

生涯学習課 

3-3-4 
親子で参加できる 

イベントの開催 

親子で参加できるスポーツなど，各種体験

活動を推進し，世代を超えたふれあいの場

を提供します。 

教育委員会 

生涯学習課 

3-3-5 
子どもの読書活動 

推進事業 

読み聞かせや講演会を通し，読書の楽しさ

を伝えます。 

教育委員会 

生涯学習課 

（図書館） 

3-3-6 
スクールソーシャル

ワーカーの充実 

児童生徒や保護者，教職員等のさまざまな

悩みや相談を，専門的な立場から助言を行

います。 

教育委員会 

指導室 

3-3-7 適応指導教室の設置 

適応指導教室「とねっ子ひろば」を開設し，

不登校児童生徒の学校復帰に向けた支援

を行います。 

教育委員会 

指導室 

 

  

主な事業 

施策の方向 
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４．安全な子育て環境の整備 

 

主要課題（１）子どもの見守り体制の充実 

子どもや子育て家庭にとって生活の場となる学校，認定こども園，保育所，道路及び

公園など公共施設の安全性の確保，維持は非常に重要です。また，交通網の整備や歩道，

街灯の整備により，町内での安全な移動を確保することや，犯罪から子どもを守る見守

りボランティアの活動により，子どもが健やかに育つことができる社会・生活環境の整

備が求められています。 

 

 

 

子育て世帯が地域の中で見守られながら安心して生活できるよう，地域コミュニティ

の形成・強化を図ります。交通安全意識の啓発と危険個所の点検，子どもの交通安全対

策を実施します。 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 担当課 

4-1-1 教育・保育施設の整備 
老朽化や安全面から改修が必要とされる施設

について，計画的な整備を支援していきます。 
子育て支援課 

4-1-2 
青少年相談事業の

充実 

青少年相談員と関係機関が連携を取り，子

どもの犯罪を防止します。 

教育委員会 

生涯学習課 

4-1-3 
社会を明るくする 

運動の推進 

毎年７月を強化月間として，講演会への参

加や集会などを実施します。 
福祉課 

4-1-4 地域生活道路の維持 

合同点検等により確認された，通学路や未

就学児が通行する道路の問題点を解消し，

安全に通行できる道路環境を整備します。 

建設課 

4-1-5 通学路の安全の確保 

『通学路交通安全プログラム』に基づき，毎年，

警察，道路管理者等と合同点検を実施し，危険

個所については，必要な改善を行います。 

教育委員会 

学校教育課 

4-1-6 防犯灯の整備 地域の防犯灯の整備を行います。 総務課 

4-1-7 
関係機関との連携に

よる防犯活動の実施 

警察，幼稚園，保育所，学校，地域組織など

関係機関との協力体制による防犯活動に取

り組みます。 

総務課 

教育委員会 

学校教育課 

地域組織 

  

主な事業 

施策の方向 
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主要課題（２）子どもの遊び場，居場所の確保と充実 

子どもが心身ともに成長する大切な時期において，その過ごし方は非常に重要です。

町内にある公園などに加え，雨の日でも子どもが遊べる施設を整備保持し，いつでも子

どもが集まって楽しめる場を確保することが必要です。町内の公園や地区集会所などの

児童遊具の十分な安全性を保持し，子どもの成長を支える安全，安心な活動の場づくり

が必要です。 

 

 

 

公園や緑地の整備，子どもの活動の場の情報提供を推進します。また，公園施設や遊

具の安全管理に努めます。 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 担当課 

4-2-1 公園の管理 
公園の維持管理を行い，子どもの遊び場を

提供していきます。 
都市整備課 

4-2-2 
児童遊具の適正な 

管理 

遊具の適正な管理など，子どもの安全な遊

び場を確保します。 

都市整備課 

子育て支援課 

 

  

主な事業 

施策の方向 
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５．仕事と生活の調和の促進 

 

主要課題（１）働き方の見直しによる子育て環境の整備 

女性も男性も，ともに仕事と子育て，地域活動などを両立させることができる社会が求

められています。政府主導の働き方改革の推進により，長時間労働の見直しや仕事と子育

て，介護などとの両立が進められていますが，依然として育児休業を取得しづらい職場環

境や長時間労働の常態化は続いています。 

引き続き，企業に対して子育てへの理解と配慮を深めるための意識啓発を進めるととも

に，各種制度がより利用しやすいものとなるよう，国や県に対して職場環境改善策を要望

していく必要があります。 

 

 

 

職場や家庭，学校などあらゆる機会を通じた男女共同参画に関する啓発活動を推進し

ます。また，ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境整備と各種休暇制度などの

周知を図ります。 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 担当課 

5-1-1 育児休業法の啓発 

子育て期間中の父母の働き方の見直しなど

について，法律や制度に合わせ啓発を行い

ます。 

総務課 

子育て支援課 

5-1-2 
子育てにおける男女

共同参画の推進 

子育て支援情報の一元化，親子にやさしい公

共施設の整備，母子保健各事業，生涯学習

等の各事業などへの取り組みを推進します。 

企画課 

子育て支援課 

 

  

主な事業 

施策の方向 



Ⅴ.分野別事業の展開 

82 

６．要保護児童への対応等，きめ細やかな取り組みの推進 

 

主要課題（１）困難を抱える家庭への支援 

町民の多様化が進む中，ひとり親家庭を含め，外国人家庭，貧困家庭など，生活をす

るうえで困難を持つ家庭も多様化し，年々増加しています。さまざまな困難家庭に適切

に対応できる相談体制の充実や施策の情報提供の推進を図り，支援を必要とする人に適

切に支援が受けられるようにすることが求められます。 

 

 

 

ひとり親家庭に対し，各種経済的支援や事業の情報提供を行います。生活困窮や外国

につながる幼児など困難を抱える家庭の支援に努めます。 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 担当課 

6-1-1 経済的支援の実施 

児童扶養手当，母子・父子家庭医療福祉費

の支給，母子寡婦福祉資金の貸付案内を行

います。 

子育て支援課 

保険年金課 

6-1-2 ひとり親家庭交流事業 
ひとり親家庭の親子や，親同士子ども同士

の交流のために，事業委託し実施します。 
子育て支援課 

 

■生活困窮世帯等への学習支援（県事業） 

この事業は，茨城県が行う「学習・生活支援」事業です。生活保護受給世帯や準要保

護世帯などの児童・生徒に対し，学習支援や進学などの助言等を行い，学習習慣・生活

習慣の確立や学習意欲の向上を図ることを目的として実施します。 

 

  

主な事業 

施策の方向 
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主要課題（２）障がい児等への支援 

増加傾向にある障がいのある乳幼児，児童に対して，早期に把握し，適切な療育支援

を行うことは，障がいのある乳幼児，児童にとって社会的に自立していくために特に大

切です。 

近年は，障がいの有無にかかわらず，保育園・認定こども園・幼稚園・学校等で，特

別な支援を必要とする子どもが増えています。 

今後も障がいの早期発見に努めるとともに，適切な指導・助言を行い，子どもの心の

安らかな発達の促進と育児不安の軽減，さらには障がいのある児童を受け入れることが

できる社会環境の整備に努めることが必要です。 

 

 

 

早期発見に努め，療育，教育における適切な支援を行います。 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 担当課 

6-2-1 障がい児保育 

集団保育等を通じて，個々の児童に合わせ

た適切な指導のもとに健全な成長発達を支

援します。 

福祉課 

子育て支援課 

6-2-2 特別支援教育の充実 
教育上，特別な配慮を要する児童生徒に対

し，適正な就学指導を図ります。 

教育委員会 

指導室 

6-2-3 各種手当の支給 
特別児童扶養手当，障害児福祉手当，在宅

心身障害児福祉手当を支給します。 
福祉課 

6-2-4 
重度心身障害者 

医療福祉費の支給 

重度心身障がい児に対し，医療費の支援を

行います。 
保険年金課 

6-2-5 短期入所事業 
障害者総合支援法に基づき，障がい児の短

期入所事業を実施します。 
福祉課 

6-2-6 日中一時支援事業 
重度心身障がい児が利用できる日中一時支

援事業を実施します。 
福祉課 

6-2-7 
特別支援教育相談員

の配置 

保護者及び教職員に対し，児童一人ひとり

に応じた支援の在り方等についての相談

や，発達検査を行います。 

教育委員会 

指導室 

 

  

主な事業 

施策の方向 
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主要課題（３）児童虐待防止対策の充実 

児童虐待件数は年々増加しており，新たな社会問題として取りざたされています。要

保護児童対策地域協議会に係る代表者会議，実務者会議，個別支援会議の三体制のもと，

要保護児童に対し児童相談所，保育所，認定こども園，学校及び関係機関との連携と情

報交換等により，発生予防から早期発見・早期対応に努めています。今後も，さらに関

係機関の連携を深め，発生の予防と児童虐待の通告の受理から対応までの業務に関する

役割分担などを調整する必要があります。 

 

 

 

子どもの権利擁護の啓発，児童虐待の早期発見・早期対応に努め，各機関との連携を

図ることで，要保護児童の対策を推進します。 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 担当課 

6-3-1 
要保護児童対策地

域協議会 

関係各課，機関との連携により児童虐待の

早期発見，虐待の予防に努めるとともに啓

発活動を実施します。 

子育て支援課 

6-3-2 
各種関連事業の連

携強化 

育児相談，教育相談及び発達相談，母子健

康診査，訪問指導などを通じて，児童虐待

の予防，早期発見と関係機関との連携によ

る支援を行います。 

子育て支援課 

福祉課 

保健福祉センター 

教育委員会 

指導室 

児童福祉施設 

6-3-3 
主任児童委員，民生

委員児童委員の活用 

民生委員児童委員から，児童虐待の情報を

得ることにより，虐待の早期発見に努めます。 

子育て支援課 

福祉課 

6-3-4 啓発事業 
児童虐待防止のための広報・啓発等に関す

る取り組みを行います。 
子育て支援課 

6-3-5 子育て短期支援事業 

保護者の疾病等の理由により家庭において養

育を受けることが一時的に困難となった児童

について，児童養護施設等に入所させ，必要

な保護を行います。 

子育て支援課 

6-3-6 
子ども家庭総合支援

拠点事業 

児童虐待の早期発見を図るため，要保護児

童対策地域協議会等の開催及び関係機関

の連携や個別ケースの対応協議の実施。ま

た，妊娠期から子どもの社会的自立に至る

までの包括的・継続的な支援に努めるため，

子ども家庭総合支援拠点を設置します。 

子育て支援課 

関係各課 

主な事業 

施策の方向 
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１．計画の策定経過 

■利根町子ども・子育て支援会議開催状況 

平成30年度 

第1回 平成30年10月11日（木） 

●第２期利根町子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査（案）に 

ついて 

●平成31年度利用定員の変更と現計画の見直しについて 

第２回 平成31年２月19日（火） 

●第２期利根町子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査結果に 

ついて 

●平成31年度利用定員の変更と現計画の見直しについて 

●平成31年度利用者負担額基準表の見直しについて 

令和元年度 

第1回 令和元年７月30日（火） 

●子ども・子育て支援ニーズ調査の結果について 

●第２期利根町子ども・子育て支援事業計画書骨子案について 

第2回 令和元年11月12日（火） 

●令和２年度利用定員の変更について 

●第２期利根町子ども・子育て支援事業計画書素案について 

第3回 令和２年１月21日（火） 

●パブリックコメント結果について 

●第２期利根町子ども・子育て支援事業計画書最終案について 
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２．利根町子ども・子育て支援会議設置要綱 

 

平成 25年８月 23日 

告示第 37号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援に関する施策の総合的，かつ，計画的な推進に関し必要な事

項及び該当施策の円滑な実施を図るため，子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65

号）第 77条の規定に基づく，利根町子ども・子育て支援会議（以下「支援会議」とい

う。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 支援会議は，次に掲げる事項について，協議を行うものとする。 

（１） 支援計画の策定及び改定に関すること。 

（２） 支援計画の措置の実施状況の進行管理に関すること。 

（３） 支援計画に係る他の事業計画との調整に関すること。 

（４） 次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120号）第 8条の規定による

利根町次世代育成支援行動計画に関すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか，子育て支援事業に関すること。 

（組織等） 

第３条 支援会議は，委員長，副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。 

（１）学識経験者 ５名以内 

（２）各種団体等の代表者 20名以内 

（３）一般町民 ５名以内 

（４）町行政職員 10名以内 

３ 委員長及び副委員長は，委員（町行政職員を除く。）の互選により定める。 

４ 委員長は，会務を総理し，支援会議を代表する。 

５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任することができる。 

３ 前条第２項第２号及び第４号に規定する者が，当該職又は地位を離れたときは，委

員の職を失う。 

（会議） 

第５条 支援会議は，委員長が必要に応じ招集し，その議長となる。 
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２ 委員長は，必要があると認めるときは，支援会議に委員以外の者の出席若しくは資

料の提出又は調査を依頼することができる。 

（庶務） 

第６条 支援会議の庶務は，子育て支援課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，支援会議の運営に関し必要な事項は，委員長が支

援会議に諮って定める。 

附 則 

この告示は，公表の日から施行する。 

附 則（平成 28年告示第 23号） 

この告示は，平成 28年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30年告示第 54号） 

この告示は，公表の日から施行する。 

附 則（平成 31年告示第 24号） 

（施行期日） 

１ この告示は，公表の日から施行する。 

（利根町次世代育成支援対策地域行動計画策定委員会設置要綱の廃止） 

２ 利根町次世代育成支援対策地域行動計画策定委員会設置要綱（平成 16年利根町告

示第 25号）は，廃止する。 
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３．利根町子ども・子育て支援会議委員名簿 

 

 

 区分 所属 氏名 備考 

１ 学識経験者 更生保護女性会会長 鈴木 智恵子  

２ 学識経験者 社会福祉協議会副会長 中野 傳功  

３ 学識経験者 主任児童委員 高野 美香  

４ 学識経験者 人権擁護委員 古田 吉光  

５ 各種団体等 布川保育園保護者代表 
金子 達哉 平成31年３月31日まで 

大久保 めぐみ 平成31年４月１日から 

６ 各種団体等 文間保育園保護者代表 
岡野 奈緒 平成31年３月31日まで 

木村 忍 平成31年４月１日から 

７ 各種団体等 東文間保育園保護者代表 
海老原 あすか 平成31年３月31日まで 

古川 尚子 平成31年４月１日から 

８ 各種団体等 利根二葉幼稚園保護者代表 
阿部 隆男 平成31年３月31日まで 

中村 里佳 平成31年４月１日から 

９ 各種団体等 利根大和幼稚園保護者代表 川上 有香  

10 各種団体等 布川保育園園長 生芝 美惠子  

11 各種団体等 文間保育園園長 大竹 幸子  

12 各種団体等 東文間保育園園長 大竹 正人  

13 各種団体等 利根二葉幼稚園園長 落合 孝美  

14 各種団体等 利根大和幼稚園園長 羽生 丈夫  

15 各種団体等 もえぎ野わかば保育園 雑賀 正志  

16 各種団体等 町ＰＴＡ連絡協議会 
近藤 敬一 平成31年３月31日まで 

猪鹿月 涼一 平成31年４月１日から 

17 各種団体等 校長会会長 仲田 義弘  

18 各種団体等 区長会会長 市川 英夫  

19 各種団体等 青少年相談員 岩井 初男  

20 各種団体等 商工関係 鈴木 亨  

21 各種団体等 企業代表 押田 文子  

22 一般町民 町民代表 
畠山 史子 令和元年８月31日まで 

八十住 和世 令和元年９月１日から 

23 一般町民 町民代表 
小林 はるみ 令和元年８月31日まで 

山﨑 敬子 令和元年９月１日から 
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 区分 所属 氏名 備考 

24 町行政職員 総務課長補佐 
久保田 政美 平成31年３月31日まで 

宮本 正裕 平成31年４月１日から 

25 町行政職員 企画課長補佐 
青木 正道 平成31年３月31日まで 

藤波 勝 平成31年４月１日から 

26 町行政職員 福祉課長補佐 蜂谷 忠義  

27 町行政職員 保健福祉センター課長補佐 
勝村 健 平成31年３月31日まで 

大津 聖二 平成31年４月１日から 

28 町行政職員 保険年金課長補佐 番場 茂  

29 町行政職員 建設課長補佐 
中村 敏明 平成31年３月31日まで 

亀谷 英一 平成31年４月１日から 

30 町行政職員 都市整備課長補佐 大越 聖之 平成31年４月１日から 

31 町行政職員 学校教育課長補佐 
弓削 紀之 平成31年３月31日まで 

布袋 哲朗 平成31年４月１日から 

32 町行政職員 生涯学習課長補佐 
田口 輝夫 平成31年３月31日まで 

中村 寛之 平成31年４月１日から 

33 町行政職員 指導室長 直井 由貴  
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